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厚生労働省 － № 68 年金受給権者住所・支払機関変更届
年金受給権者が住所や年金の受取先を変更するときは、届書を社会保険事務所長
等に提出する。

厚生年金保険法施行規則38条、39条、54
条、55条、71条、72条、厚生年金保険法施
行規則昭和61年附則14条、旧厚生年金保険
法施行規則38条、39条、43条の10、43条の
11､54条、55条、71条、72条、76条の13､76
条の14〈厚生年金保険法〉、国民年金法施
行規則20条、21条、国民年金法施行規則昭
和61年附則8条、旧国民年金法施行規則20
条、21条、30条、36条の2､38条、47条、50
条、60条、60条の8〈国民年金法〉、船員
保険法施行規則75条の2､75条の3､82条の
13、船員保険法施行規則昭和61年附則21
条、旧船員保険法施行規則62条、62条の2

厚生労働省 － № 69 年金証書再交付申請書
年金受給権者が、年金証書を破り、汚し、又は年金証書を失ったときは、氏名、
性別、生年月日及び住所、基礎年金番号・年金コードを載した申請書を社会保険
事務所長等に提出し、年金証書の再交付を受けなければならない。

厚生年金保険法施行規則40条、56条、73
条、厚生年金保険法施行規則昭和61年附則
14条、旧厚生年金保険法施行規則40条、43
条の12、56条、73条、76条の15〈厚生年金
保険法〉､国民年金法施行規則22条、38
条、53条、60条の8、国民年金法施行規則
昭和61年附則8条、旧国民年金法施行規則
22条、30条、38条、47条、50条、60条、60
条の8〈国民年金法〉、船員保険法施行規
則75条の4､82条の13、船員保険法施行規則
昭和61年附則21条､旧船員保険法施行規則
63条〈船員保険法〉

厚生労働省 － № 70 国民年金・厚生年金保険年金受給権者死亡届
年金受給権者が死亡したときには、戸籍法で定められている死亡の届出義務者
は、届書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。

厚生年金保険法施行規則41条、57条、74条
〈厚生年金保険法〉、国民年金法施行規則
24条、38条、53条、60条の8〈国民年金
法〉

厚生労働省 － № 71
国民年金・厚生年金保険未支給年金保険給付
請求書

死亡した者に支払われるはずであった未払い金・保険給付を遺族が受けようとす
るときは、請求書を社会保険事務所長等に提出する。

厚生年金保険法施行規則42条、58条、75条
〈厚生年金保険法〉、国民年金法施行規則
25条､38条、53条、60条の8〈国民年金法〉

厚生労働省 － № 72
国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付
裁定請求書

一定の条件に該当し遺族年金を請求するときは、社会保険事務所長等に請求書を
提出する。

厚生年金保険法施行規則60条、60条の2、
施行規則附則10〈厚生年金保険法〉、船員
保険法施行規則81条、81条の2、81条の4
〈船員保険法〉、国民年金法施行規則39
条、40条〈国民年金法〉

厚生労働省 － № 74
国民年金第3号被保険者資格取得・種別変
更・種別確認・資格喪失・死亡・氏名変更・
生年月日変更・性別変更届

国民年金第3号被保険者の資格を取得した者及びその他第3号被保険者に関して変
更があったときは、届書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。

国民年金法施行規則1条の2、3条、4条、6
条、6条の2、6条の3、7条、8条〈国民年金
法〉

厚生労働省 － № 76 国民年金保険料追納申込書 国民年金の保険料を追納するときは、申込書を社会保険事務所長等に提出する。 国民年金法施行規則78条〈国民年金法〉

厚生労働省 － № 77 国民年金保険料還付請求書
前納保険料の還付を受けようとするときは、請求書を社会保険事務所長等に提出
する。

国民年金法93条、国民年金法施行令9条、
国民年金法施行規則80条

農林水産省 － № 1 指定検疫物の輸入届出
指定検疫物を輸入した者が、遅滞なくその旨を動物検疫所に届け出て、輸入禁止
品に該当するか否か、検査証明書の添付の有無、監視伝染病の病原体をひろげる
おそれの有無について家畜防疫官の検査を受けとるための手続き

家畜伝染病予防法第40条第１項

農林水産省 － № 2 輸入植物等の検査の申請
植物又は輸入禁止品を輸入しようとする者が、その植物又は輸入禁止品を積載し
た船舶（航空機）の入港（着陸）後、遅滞なく、植物防疫所に届け出て、検査を
受けるための手続

植物防疫法第８条第１項

農林水産省 － № 3 採補数量等の報告
指定漁業等を営む者であって農林水産省令で定めるものが、排他的経済水域等に
おいて第１種特定海洋生物資源を採捕したときは、採捕の数量等を農林水産大臣
に報告する。

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律
第17条第１項

経済産業省 － № 1 経済産業省生産動態統計調査
申告義務者は、経済産業大臣が定めた様式（調査票）に、毎月月末現在の状況に
ついて所定の事項を記入し、これに記名した上、調査の種類別に調査票配布者
（都道府県知事、経済産業局長又は経済産業大臣）に提出する。

経済産業省生産動態統計調査規則第８条

経済産業省 － № 2 商業動態統計調査
申告義務者は、経済産業大臣が定めた様式（調査票）に、毎月月末現在の状況に
ついて所定の事項を記入し、これに記名した上、調査の種類別に調査票配布者
（都道府県知事、経済産業局長又は経済産業大臣）に提出する。

商業動態統計調査規則第７条

経済産業省 － № 3 経済産業省特定業種石油等消費統計調査
申告義務者は、経済産業大臣が定めた様式（調査票）に、毎月月末現在の状況に
ついて所定の事項を記入し、これに記名した上、調査票配布者（経済産業局長又
は経済産業大臣）に提出する。

経済産業省特定業種石油等消費統計調査規
則第７条

9 ページ
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経済産業省 － № 4 事業用電気工作物の保安規程の届出

事業用電気工作物を設置する者が、工作物を使用する前に保安規程を定めて、大
臣又は産業保安監督部長に対して届出をするもの。
また、保安規程を変更した時に、遅滞なく大臣又は産業保安監督部長に対して届
出をするもの。

電気事業法第４２条第１項

経済産業省 － № 5 事業用電気工作物の保安規程の変更の届出 同上 電気事業法第４２条第２項

経済産業省 － № 6
工業所有権出願関連手続（特許、実用新案、
意匠、商標に関する手続）

工業所有権に関する出願等を行うための手続

特許法第３６条，特許法第４８条の３，特
許法第５０条，特許法第１７条，特許法第
１０７条，意匠法第４２条，商標法第５
条，商標法第４０条，商標法第１９条第２
項等

国土交通省 － № 1 特殊車両通行許可申請

道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大
きさや重さを制限しています。このような制限の基準値を超える車両を通行させ
ようとする場合には、道路管理者に通行させる車両や経路などを申請し、特殊車
両通行許可証の交付を受ける必要があり、そのための手続きが特殊車両通行許可
申請です。

道路法第47条の２

国土交通省 － № 2 自動車の新規登録、新規検査
登録を受けていない自動車の登録を受けようとする場合には、その所有者は新規
登録の申請をしなければならない。登録を受けていない自動車を運行の用に供し
ようとするときは、その使用者は、新規検査を受けなければならない。

道路運送車両法第７条、道路運送車両法第
５９条

国土交通省 － № 3

(1) 自動車の変更登録
(2) 自動車の移転登録
(3) 自動車の抹消登録
(4) 自動車の継続検査

（１）自動車の所有者は所有者の住所等に変更があったときは、その事由のあっ
た日から15日以内に変更登録の申請をしなければならない。
（２）新規登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者
は、その事由があった日から15日以内に移転登録の申請をしなければならない。
（３）登録自動車が滅失し、解体し（整備、又は改造のために解体する場合を除
く。）又は自動車の用途を廃止したとき、所有者は、その事由があった日から15
日以内に永久抹消登録の申請をしなければならない。自動車の所有者は、その自
動車を運行の用に供することをやめたとき、一時抹消登録の申請をしなければな
らない。
（４）登録自動車等の使用者は、自動車検査証の有効期間満了後も引き続き使用
しようとするときは、継続検査を受けなければならない。

(1)道路運送車両法第１２条
(2)道路運送車両法第１３条
(3)道路運送車両法第１５条または第１６
条
(4)道路運送車両法第６２条

国土交通省 － № 4 海技免状の有効期間の更新
海技免状の所持者が、その所持する海技免状の有効期間満了日の一年前から、全
国の地方運輸局等に対し、海技免状更新申請書及び必要な添付書類とともに海技
免状の有効期間の更新を申請する。

船舶職員及び小型船舶操縦者法第７条の２
第２項

国土交通省 － № 5 操縦免許証の有効期間の更新
小型船舶操縦免許証（以下操縦免許証）の所持者が、その所持する操縦免許証の
有効期間満了日の一年前から、全国の地方運輸局等に対し、操縦免許証更新申請
書及び必要な添付書類とともに操縦免許証の有効期間の更新を申請する。

船舶職員及び小型船舶操縦者法第２３条の
１１

国土交通省 － № 6 入出港の届出(特定港)
総トン数20トン以上の船舶が特定港に入港した場合、船長は遅滞なく港長に届け
出なければならない（船主又は代理店等が船長の代理人として届け出ても差し支
えない）。

港則法第４条

国土交通省 － № 7 けい留施設の供用の届出(特定港)
総トン数500トン以上（関門港若松区においては総トン数300トン以上）の船舶が
特定港においてけい留する場合、けい留施設の管理者は、あらかじめ港長に届け
出なければならない。

港則法第５条第５項

国土交通省 － № 8 危険物積込等の許可(特定港)
船舶が特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をする場合、船長は港長の許
可を受けなければならない（船主又は代理店等が船長の代理人として届け出ても
差し支えない）。

港則法第２３条第１項

　（注１）重点計画-2006に基づき要継続検討とされていた手続についての検討結果等から、総務省No.3、法務省No.5、財務省No.52～No.57、厚生労働省No.73、No.75
　　　　については、利用促進対象手続より除外した。
　（注２）行動計画（改定）中、昨年の行動計画に記載した事項については黒字、平成18年度における措置（検討を含む）事項については青字、平成19年度以降、
　　　　新たに措置することとした事項については赤字で記載。
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No.1

平成16 平成17 平成18 平成19

182,000

154,737

100

100

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

－ －

そ　　　 の　　　 他

電子申請・届出システム　URL http://annai.fsa.go.jp/shinsei_top.html

－ －

－

約１ヶ月間

平日８時３０分～１７時
（財務局によって異なる。最近において事例無し）

－

１,１５０円
（最近において事例無し）

２４時間３６５日

－ －

約１ヶ月間
（最近において事例無し）

－

－

－

－

－

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

－

－

182,000

100

（全件オンライン手続で処理）
生命保険協会の電子署名により確認

①保険業法第２７９条第１項第１号から第５号ま
で、第７号、第８号（同項第６号に係る部分を除
く。）、第９号（同項第６号に係る部分を除
く。）、第１０号又は第１１号のいずれにも該当し
ないことを誓約する書面（オンライン化未対応）
②登録申請者が法人であるときは、役員の氏名及び
住所を記載した書面（オンライン化未対応）
③登録申請者が生命保険募集人であることを証する
書面（オンライン化未対応）
④登録申請者が法人であるときは、その定款、寄付
行為若しくは登記事項証明書又はこれらに代わる書
類（オンライン化未対応）
⑤登録申請者が個人であるときは、当該登録申請者
（当該登録申請者に法定代理人があるときは、当該
登録申請者及びその法定代理人）の住民票の抄本又
はこれに代わる書類（オンライン化未対応）

ー

保険募集を行うことの適格性を審査するうえで必要である（保険業法施行規則第２１４条）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

オンライン利用促進のための行動計画（改定）（金融庁）

生命保険募集人登録事務

１８２,０００件

保険業法（平成７年法律１０５号）第２７６条

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

１,１５０円

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

生命保険契約の締結の代理又は媒介を行う「生命保険募集人」は、上記法令に基づく内閣総理大臣の
登録を受ける必要があり、当該登録を電子的に行うもの。
（主な利用者：生命保険会社、代理申請率：１００％）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

182,000

年        度

198,836

100 100

182,000

100
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No.２

平成16 平成17 平成18 平成19

184,000

275,226

100

100

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

生命保険契約の締結の代理又は媒介を行う「生命保険募集人」は上記法令に基づく内閣総理大臣の登
録を受ける必要があるが、当該登録内容を変更する場合について、上記法令に基づく変更届出の提出
が必要となり、当該手続き電子的に行うもの。
（主な利用者：生命保険会社、代理申請率：１００％）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

添　　付　　書　　類

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

平成20

－ー

ー

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

－

オンライン利用促進のための行動計画（改定）（金融庁）

生命保険募集人届出事務

１８４,０００件

保険業法（平成７年法律１０５号）第２８０条

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

－ －

－

－

－

－

－

平日８時３０分～１７時
（財務局によって異なる。最近において事例無

し）

－

ー

２４時間３６５日

ー

（全件オンライン手続で処理）
生命保険協会の電子署名により確認

－

－

－

そ　　　 の　　　 他

電子申請・届出システム　URL http://annai.fsa.go.jp/shinsei_top.html

－

－

－

－

－

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

184,000

年        度

184,000

100

399,489

100 100

184,000

100
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No.３

平成16 平成17 平成18 平成19

22,000

7,549

100

－

本人による申請の
場合
代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

１,７００円
（平成１８年７月末稼動予定）

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

損害保険契約の締結の代理又は媒介を行う「損害保険代理店」は、上記法令に基づく内閣総理大臣の
登録を受ける必要があり、当該登録を電子的に行うもの。
（主な利用者：損害保険会社、代理申請率：１００％）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

－添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

オンライン利用促進のための行動計画（改定）（金融庁）

損害保険代理店登録事務

２２,０００件

保険業法（平成７年法律１０５号）第２７６条

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

【電子申請の場合】
該当なし（平成１８年７月末稼動予定）

①保険業法第２７９条第１項第１号から第５号ま
で、第７号、第８号（同項第６号に係る部分を除
く。）、第９号（同項第６号に係る部分を除
く。）、第１０号又は第１１号のいずれにも該当
しないことを誓約する書面（オンライン化未対
応）
②登録申請者が法人であるときは、役員の氏名及
び住所を記載した書面（オンライン化未対応）
③登録申請者が損害保険代理店であることを証す
る書面（オンライン化未対応）
④登録申請者が法人であるときは、その定款、寄
付行為若しくは登記事項証明書又はこれらに代わ
る書類（オンライン化未対応）
⑤登録申請者が個人であるときは、当該登録申請
者（当該登録申請者に法定代理人があるときは、
当該登録申請者及びその法定代理人）の住民票の
抄本又はこれに代わる書類（オンライン化未対
応）

ー

保険募集を行うことの適格性を審査するうえで必要である（保険業法施行規則第２１４条）

－

－

－

－

－

－

－

ー
（平成１８年７月末稼動予定）

平日８時３０分～１７時
（財務局によって異なる）

－

１,７００円

２４時間３６５日
（平成１８年７月末稼動予定）

－ －

約２週間

－

－ －

そ　　　 の　　　 他

電子申請・届出システム　URL http://annai.fsa.go.jp/shinsei_top.html

・損害保険代理店の登録申請は、現状、所属損害保険会社がその申請について代理を行い、さらに日
本損害保険協会（以下、「協会」という。）を経由して行っている。現在、協会において、代理店情
報を登録するシステムを構築中である。本年７月末以降の本番稼動後は、当該システムを利用したオ
ンライン申請が見込まれることから、オンライン利用率は１００％となる見込みである。
・平成１８年７月末に協会において代理店情報を登録するシステムが構築されたことから、以降は全
件オンライン利用。

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

0

年        度

22,000

100

0

0 0

22,000

100
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No.４

平成16 平成17 平成18 平成19

49,000

32,384

100

－

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

－ －

そ　　　 の　　　 他

電子申請・届出システム　URL http://annai.fsa.go.jp/shinsei_top.html

・損害保険代理店の登録申請は、現状、所属損害保険会社がその申請について代理を行い、さらに日
本損害保険協会（以下、「協会」という。）を経由して行っている。現在、協会において、代理店情
報を登録するシステムを構築中である。本年７月末以降の本番稼動後は、当該システムを利用したオ
ンライン申請が見込まれることから、オンライン利用率は１００％となる見込みである。
・平成１８年７月末に協会において代理店情報を登録するシステムが構築されたことから、以降は全
件オンライン利用。

－

－

平日８時３０分～１７時
（財務局によって異なる）

－

ー

２４時間３６５日
（平成１８年７月末稼動予定）

－ －

－

－

－

－

－

－

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

－

－

49,000

100

【電子申請の場合】
該当なし（平成１８年７月末稼動予定）
【紙の場合】
代理申請会社の代理申請書

ー

ー

－

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

オンライン利用促進のための行動計画（改定）（金融庁）

損害保険代理店届出事務

４９,０００件

保険業法（平成７年法律１０５号）第２８０条

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

ー

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

損害保険契約の締結の代理又は媒介を行う「損害保険代理店」は上記法令に基づく内閣総理大臣の登
録を受ける必要があるが、当該登録内容を変更する場合については、上記法令に基づく変更届出の提
出が必要となり、当該登録を電子的に行うもの。
（主な利用者：損害保険会社、代理申請率：１００％）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

目標利用件数（件）
（平成17年度までは実績）

目標利用率（％）
（平成17年度までは実績）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

0

年        度

0

0 0

49,000

100
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No.１

平成16 平成17 平成18 平成19

14,400

18,624

20.0

25.8

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

総務省電波利用 電子申請・届出システム　http://www.denpa.soumu.go.jp/public/index.html

電子申請に関する免許人向け周知説明会、リーフ
レットの配付、ＨＰでの広報等を積極的に実施し、
周知・普及を図る。

・申請手数料の電子納付を義務付け
・免許状送付用封筒の別送を義務付け

電子申請に関する免許人向け周知説明会、リーフ
レットの配付、ＨＰでの広報等を積極的に実施
し、更なる周知・普及を図る。

・印紙による申請手数料納付も認める（選択制）
・封筒別送の不要化
  等を検討

そ　　　 の　　　 他

電子申請の利用者側入力作業を省力化するための
入力支援機能や審査期間短縮のための自動審査機
能の導入等を目的とするインテリジェント申請・
審査機能の導入（平成19年度～）

電子申請の利用者側入力作業を省力化するための入
力支援機能や審査期間短縮のための自動審査機能の
導入等を目的とするインテリジェント申請・審査機
能の開発を３か年計画で実施中（平成17～19年度）

個々の省庁単位での取組以外に、電子申請の利用環境（申請手数料の電子納付の際に領収書が発行さ
れない、電子証明書料金が高い、ＩＣカードリーダーが容易に入手できない地域がある等）そのもの
の改善が進んでいない。政府全体での取組が必要

１か月～６か月
（無線局の種別等によって異なる）

官庁開庁日の０８：３０～１７：００
（郵送可）

代理人の電子署名について、ID・パスワードのみ
とする方向でセキュリティ上の課題や実施方法等
について検討（本人確認方法の簡素化（電子申請
を省略できるケースの整理等）
に関する政府全体の検討・整理結果との整合を図
ることが必要。）

２，９００円～１６７，８００円

２４時間３６５日

１か月～６か月
（無線局の種別等によって異なる）

－

２，８００円～１６７，８００円
標準処理期間が平均３０％短縮することを踏ま
え、手数料の見直しを検討。（平成２０年度以降
の実施に向けて検討中。）

左記期間の７０％の期間

－

－

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

－

本人の電子署名について、ID・パスワードのみと
する方向でセキュリティ上の課題や実施方法等に
ついて検討（本人確認方法の簡素化（電子申請を
省略できるケースの整理等）
に関する政府全体の検討・整理結果との整合を図
ることが必要。）

　代理人の電子署名＋委任状
（紙による委任状の場合は、申請者本人と代理人に
よる署名又は押印）

・オンライン化済
（無線局事項書、工事設計書、添付書類（回線経路
図、無線設備系統図、電源系統図その他））

　本人の電子署名
（紙の場合は、本人による署名又は押印）

周波数の割当て等に係る技術審査上必要なので省略できない。
なお、平成１７年５月に一部添付図面の提出の不要化等申請者の負担を軽減するため添付書類の全様
式の見直しを行った。
今後も、電波の利用実態の変化等にあわせて申請項目や添付書類等の削減可能性について検討する。

目標利用件数（件）

目標利用率（％）

オンライン利用促進のための行動計画（改定）（総務省）

無線局免許申請

７２，０００件

電波法（昭和２５年法律第１３１号）第６条第１項

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

無線局の免許を受けようとする者が、事前に申請書に無線局の目的や開設を必要とする理由、通信の
相手方及び通信事項、無線設備の設置場所、電波の型式並びに希望する周波数の範囲等を記載した書
類を添えて総務大臣に提出する。（主な利用者：無線局の免許を受けようとする者、代理申請率：未
集計）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

104

年        度

30.0

21,60010,360

0.1 15.1

18,000

25.0
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No.２

平成16 平成17 平成18 平成19

10,600

（注）945

10.0

（注）1.6

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

１，８５０円～１２，６００円

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

無線局の再免許を受けようとする者が、免許有効期間満了前の定められた期間内において、再免許申
請書に免許の番号、免許の年月日、及び有効期間の満了の日、継続開設を必要とする理由、希望する
電波の型式、周波数及び空中線電力等を記載した書類を添えて総務大臣に提出する。（主な利用者：
無線局の再免許を受けようとする者、代理申請率：未集計）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

－添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

オンライン利用促進のための行動計画（改定）（総務省）

無線局再免許申請

１０６，０００件

電波法（昭和２５年法律第１３１号）第６条第１項
無線局免許手続規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１５号）第１６条第１項

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

　代理人の電子署名＋委任状
（紙による委任状の場合は、申請者本人と代理人に
よる署名又は押印）

・オンライン化済
（無線局事項書、工事設計書、添付書類（回線経路
図、無線設備系統図、電源系統図その他））

　本人の電子署名
（紙の場合は、本人による署名又は押印）

周波数の割当て等に係る技術審査上必要なので省略できない。
なお、平成１７年５月に一部添付図面の提出の不要化等申請者の負担を軽減するため添付書類の全様
式の見直しを行った。
また、現に免許を受けている無線局の内容に変更がない場合は、工事設計書の記載は要しない。
今後も、電波の利用実態の変化等にあわせて申請項目や添付書類等の削減可能性について検討する。
具体的には、一部の無線局種の手続について、事項書・工事設計書の添付省略の実現可否について検
討中である。(省令改正により、平成１９年８月施行を予定している。)

本人の電子署名について、ID・パスワードのみと
する方向でセキュリティ上の課題や実施方法等に
ついて検討（本人確認方法の簡素化（電子申請を
省略できるケースの整理等）に関する政府全体の
検討・整理結果との整合を図ることが必要。）

標準処理期間が平均３０％短縮することを踏ま
え、手数料の見直しを検討。（平成２０年度以降
の実施に向けて検討中。）

左記期間の７０％の期間

－

－

－

電子申請の利用者側入力作業を省力化するための
入力支援機能や審査期間短縮のための自動審査機
能の導入等を目的とするインテリジェント申請・
審査機能の導入（平成19年度～）

１か月～６か月
（無線局の種別等によって異なる）

官庁開庁日の０８：３０～１７：００
（郵送可）

代理人の電子署名について、ID・パスワードのみ
とする方向でセキュリティ上の課題や実施方法等
について検討（本人確認方法の簡素化（電子申請
を省略できるケースの整理等）
に関する政府全体の検討・整理結果との整合を図
ることが必要。）

１，９５０円～１２，７００円

２４時間３６５日

・申請手数料は電子納付によることが義務付け
・免許状送付用封筒の別送を義務付け

・印紙による申請手数料納付も認める（選択制）
・封筒別送の不要化
　等を検討

１か月～６か月
（無線局の種別等によって異なる）

電子申請の利用者側入力作業を省力化するための入
力支援機能や審査期間短縮のための自動審査機能の
導入等を目的とするインテリジェント申請・審査機
能の開発を３か年計画で実施中（平成17～19年度）

（注）多くの無線局の再免許申請は、電波法関係省令において、局種毎に一定の時期を定め、毎年その時期に行うことと規定されており、例年、特定
　　時期に集中することとなるため、年度途中のデータは単なる参考扱いとなる。

電子申請に関する免許人向け周知説明会、リーフ
レットの配付、ＨＰでの広報等を積極的に実施し、
周知・普及を図る。

電子申請に関する免許人向け周知説明会、リーフ
レットの配付、ＨＰでの広報等を積極的に実施
し、更なる周知・普及を図る。

そ　　　 の　　　 他

個々の省庁単位での取組以外に、電子申請の利用環境（申請手数料の電子納付の際に領収書が発行さ
れない、電子証明書料金が高い、ＩＣカードリーダーが容易に入手できない地域がある等）そのもの
の改善が進んでいない。政府全体での取組が必要

総務省電波利用 電子申請・届出システム　http://www.denpa.soumu.go.jp/public/index.html

目標利用件数（件）

目標利用率（％）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

107

年        度

20.0

21,2005,629

0.1 6.6

15,900

15.0
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平成16 平成17 平成18 平成19

39,769,000

27,804,593

14

13.70

27

行動計画策定時（平成17年度末）の状況 改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

添　　付　　書　　類

№１
①登記識別情報（オンライン化対応済）
②印鑑証明書（オンライン化対応済）
③住民票（オンライン化対応済）
④登記原因を証する情報
（戸籍謄・抄本（オンライン化未対応）
　判決書，審判書，調停調書等（オンライン化未対
応））
⑤第三者の許可を証する情報
（農地法所定の許可証（オンライン化未対応））
⑥登録免許税の軽減を証する情報
（住宅用家屋証明書（オンライン化未対応））
※添付書類は相当数に及ぶため，代表的なものを例示し
た。

№１
◎利用者の意見を踏まえつつ，添付情報の提供方
法について検討を行う（平成１８年度）。
◎スキャナ読み取り形式（添付書類をＰＤＦ化し
た上で作成権者の所定の電子署名が付されたも
の）が有効であることを周知する（平成１７年度
から実施中）。
◎住所を証する情報として，住民票の写しの提出
に代えて住民票コードを提供することが可能であ
ることを周知する（平成１７年度から実施中）。
◎登記事項証明書の提出に代えて登記情報提供
サービスの照会番号を提供することが可能である
ことを周知する（平成１７年度から実施中）。

№２
なし

№２
◎不動産登記及び商業・法人登記に係る登記事項
証明書（代表者事項証明書含む。）の交付請求に
は，電子署名及び電子証明書その他の添付書類は
不要であることを周知する（平成１７年度から実
施中）。
◎登記事項証明書の提出に代えて登記情報提供
サービスの照会番号を提供することが可能である
ことを周知する（平成１７年度から実施中）。

　　目標利用率（％）
※不動産登記申請の手続について
は，複雑な権利関係を正確に公示
するため，真正性の担保として公
的個人認証を始めとする電子署名
や官公署等が発行する証明書の提
供が必要であり，オンライン申請
手続の利用促進のためには，公的
個人認証の普及や官公署等が発行
する証明書の電子化の促進，登録
免許税の引き下げ，税の納入方法
の容易化等の課題があり，これら
の実現が利用率向上の前提とな
る。
※利用率は，目標利用件数をオン
ライン庁の申請件数で除して算出

8.43 11.17 19

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

№１：根拠法令に基づき，不動産登記を申請しようとする者が，登記所に対して，登記申請情報及び添付
情報を提供するとともに登録免許税を納付して不動産登記の申請を行う。
（主な利用者：司法書士及び土地家屋調査士　代理申請率：約９０％）
№２：不動産登記の登記事項証明書等の交付を請求し，又は登記情報を取得しようとする者が，登記所に
対し登記事項証明書等の交付請求手続等を行い，又は法務大臣が指定する指定法人の提供する登記情報提
供サービスを利用する。
（主な利用者：司法書士及び土地家屋調査士，各種金融機関等　代理申請率　何人でも利用できる制度で
あることから，代理申請という考え方がない。）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段目標値、下段は、平成18年12月末までの実績
※平成18年度以降の目標値には，不動産登記申請
の件数は含めていない。なお，実績値には不動産
登記申請の件数を加算している。

年        度 平成20

目標利用件数（件） 22,659,597 29,787,000 55,673,000 78,808,000

年 間 平 均 申 請 件 数 ２９８，１６８，０００件

根 拠 法 令 ・ 条 項
№１：不動産登記法（平成１６年法律１２３号）第１６条
№２：不動産登記法（平成１６年法律１２３号）第１１９条，第１２０条及び第１２１条
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律（平成１１年法律第２２６号）第１条

オンライン利用促進のための行動計画（改定）（法務省）
№1～№2

対　　象　　手　　続 不動産登記手続
(№１：不動産登記の申請，№２：不動産登記に係る登記事項証明書等の交付請求等）
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№２
利用状況等を踏まえ，適時適切に見直しを行う。
（→平成１８年８月実施済。）

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

オンライン手続の
場合

№１
２～３日間
（ただし，登記所の規模，申請の時期等によって異なる）

№１
紙による手続に比べ，受付処理及び記入処理の一
部が省略されることから，そのメリットを生か
し，業務の効率化を図る。

№２
◎登記事項証明書　１～２日
（ただし，請求者への返信は郵送によるため，郵便事情によって異
なる。）
◎登記情報提供サービス　即時

№２
◎登記事項証明書の交付については，受付処理の
一部が省略されることから，そのメリットを生か
し，業務の効率化を図る。
◎登記事項証明書の交付については，郵送請求に
比べ請求書を登記所に郵送する期間が短縮化され
ることを周知する（平成１７年度から実施中）。

№１
２～３日間
（ただし，登記所の規模，申請の時期等によって異なる）

№１
－

手　数　料

オンライン手続の
場合

№１
なし(制度上の徴収規定なし)

№１
－

№２
◎登記事項証明書　１通１，０００円(オンラインによ
る登記事項証明書の交付請求の手数料には，返信用の郵
送料（８０円）も含まれる。)
◎登記情報提供サービス
　不動産登記情報（全部事項）   ９５０円
（うち，登記手数料870円，協会手数料80円）
　不動産登記情報（所有者事項） ４４０円
（うち，登記手数料360円，協会手数料80円）

№２
◎オンラインによる登記事項証明書の交付請求の
手数料には，返信用の郵送料（８０円）も含まれ
ているため，郵送による交付請求よりも安価であ
ることを周知する（平成１７年度から実施中）。
◎登記情報提供サービスの利用料金を平成１８年
４月１日から次のとおり値下げすることを予定し
ている。（→平成１８年４月１日実施済。）
　全部事項　７７０円
（うち，登記手数料710円，協会手数料60円）
　所有者事項　２７０円
（うち，登記手数料210円，協会手数料60円）
◎利用状況,手数料算定に係る政府の方針等を踏
まえ，適時適切に見直しを行う。（→平成１８年
８月実施済。）
・オンラインによる登記事項証明書の交付手数料
を平成１９年４月１日から次のとおり値下げする
ことを予定している（平成１９年度）。
登記事項証明書　１通　７００円
・登記情報提供サービスの手数料を平成１９年４
月１日から次のとおり値下げすることを予定して
いる（平成１９年度）。
全部事項　登記手数料　４４０円
所有者事項　登記手数料　１３０円
※協会手数料についても６０円→４０円に引下げ
を予定している。

紙による手続の場
合（オフライン）

№１
なし(制度上の徴収規定なし)

№１
－

№２
◎登記事項証明書　１通１，０００円
◎登記情報提供サービスについては，紙による手続は用
意されていない。

№１
申請者本人の電子署名及び代理人の電子署名
（紙の場合は申請者本人の実印及び印鑑証明書並びに代
理人の認印又は申請人本人及び代理人の認印）

№１
他の方法によることが可能かどうか検討を行う
（平成１８年度）。

№２
なし
（紙の場合は記名）

№２
－

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

№１
◎不動産登記制度は，土地・建物という不動産の物理的状況及び権利関係を登記簿に表示して一般に公開
することにより，取引の安全と円滑を図ろうとする制度であって，権利に関する登記には第三者に対する
対抗要件であるという重要な効力が付与されているため，当該制度には当然に正確性が強く求められるも
のである。したがって，その正確性を担保するため，要求されている添付書面の省略を認めることはでき
ない。
◎添付書類のうち④から⑥に例示したものについては，当該書類を発行する官庁等において電子化の対応
が採られていないものである。
◎添付書類の見直しについては，オンライン申請を可能とすること等を内容とする不動産登記法等の全面
改正の際（平成１７年３月施行）に，研究会を行うなど外部有識者等の意見を聴取し，さらにパブリック
コメントに付した上で行ったものである。

№２
－

本人確認方法

本人による申請の
場合

№１
電子署名
（紙の場合は実印及び印鑑証明書又は認印）

№１
他の方法によることが可能かどうか検討を行う
（平成１８年度）。

№２
なし
（紙の場合は記名）

№２
－

代理人による申請
の場合
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オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

上記項目以外のインセンティブ措置

№１及び№２
◎登記所に赴くことなく自宅等のパソコンからオンライ
ンにより申請をすることができるため，書面申請よりも
登記申請の順位確保の優位性がある（№１）。
◎登記申請事件の処理状況を管轄登記所に問い合わせる
ことなくインターネットにより随時確認することができ
る（№１）。
◎申請時にメールアドレスを登録すると登記申請事件が
完了したことを知らせるメールが送信される（№１）。

№１及び№２
（→平成１８年８月に電子政府を推進するための
税制として，登記の電子申請に係る登録免許税の
税額控除を要望。）
・電子政府を推進するため次の登記を受けようと
する者が，平成２０年１月１日から平成２１年１
２月３１日までの間に電子情報処理組織を使用し
て当該登記の申請を行った場合には，一定の要件
の下，当該登記に係る登録免許税額からその１０
０分の１０に相当する額（５，０００円を限度と
する。）を控除する（①不動産登記のうち，所有
権の保存登記及び移転登記並びに抵当権設定登
記）（平成１９年度）。（№１）

シ ス テ ム の 改 善

№１及び№２
◎１０５の登記所でオンライン申請が可能（平成１８年
２月末現在）（№１及び№２）。
◎コンピュータ化された４６０の登記所の物件について
登記情報提供サービスの利用が可能（平成１８年２月末
現在）（№２）。

№１及び№２
◎全国の登記所をオンライン化する（平成２０年
度のできるだけ早期に実施）。（→平成１８年１
２月現在で２１２庁でオンライン申請が可能と
なっている。）（№１及び№２）
・全国の登記所においてオンライン申請を可能と
するため，新たに２２０庁のオンライン化を実施
（平成１９年度）。（№１及び№２）
◎窓口の利用者を対象としたオンライン利用促進
のためのアンケート調査を行う（平成１７年度以
降実施）。（→平成１８年３月実施済。）（№１
及び№２）
◎登記申請書作成支援ソフトの機能改善を随時実
施する（平成１７年度から実施中）。なお，機能
改善に当たっては，メインユーザーである資格者
代理人の団体から意見を聴取する。（→司法書
士，土地家屋調査士等の利用者の方々の意見を踏
まえ実施。
・双方代理の申請書様式を提供，マニュアルがわ
かりづらいとし，特に指摘のあった事項について
説明を追加
・複数のソフトウェアで実現されていた機能を一
つのソフトウェアに統合
・入力エラー箇所を反転表示する機能
・入力項目にカーソルを合わせるとガイダンス
メッセージを表示する機能
・ファイル選択の際，申請状況等をアイコンで表
示する機能
・ソフトウェアのバージョンアップ方法の改善
（→以上の項目について，平成１８年度までに実
施済。））（№１及び№２）
・申請書様式を管理する機能（№１及び№２）
・オンライン申請に係る物件情報の入力方法を改
善（№１）
・申請書作成時に添付ファイルを設定できる機能
（№１）
・申請する登記所について，都道府県を選択後に
配下のオンライン稼動庁を選択できるよう改善
（№１及び№２）
（以上の項目について，平成１９年度）
◎登記申請書作成支援ソフトにおいて実装してい
る物件情報を特定する機能を使用するためのＵＲ
Ｌを公開し，サードベンダー開発のソフトウェア
からも当該機能を使用可能とする対応を行う（平
成１９年度）。（№１及び№２）
◎オンライン登記申請に必要なパソコンの環境を
設定するツールを開発する（平成１９年度）。
（№１及び№２）
◎オンライン登記申請を模擬的に体験可能な環境
を開発する（平成１９年度）。（№１及び№２）

№２
◎登記事項証明書（郵送請求）　３～４日
（ただし，郵便事情によって異なる。）
◎登記事項証明書（窓口請求）　１０～１５分
（ただし，登記所の規模，申請の時期，時間帯等によって異な
る。）

№２
－

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

№１及び№２
◎月曜日から金曜日（国民の祝日・休日、１２月２９日
から１月３日の年末年始を除く。）の８時３０分から２
０時まで
◎登記情報提供サービスについては，月曜日から金曜日
（国民の祝日・休日、１２月２９日から１月３日の年末
年始を除く。）の８時３０分から１９時まで（№２及び
№４）

№１及び№２
オンライン申請利用可能時間の拡大について、利
用件数の推移、利用者のニーズ及び運用コスト等
を踏まえ検討する（平成１７年度以降引き続き検
討）。

№１及び№２
月曜日から金曜日（国民の祝日・休日，１２月２９日か
ら１月３日の年末年始を除く。）の８時３０分から１７
時まで

№１及び№２
（参考）
平成１８年７月１日から窓口の開庁時間（月曜日
から金曜日（国民の祝日・休日，１２月２９日か
ら１月３日の年末年始を除く。）が８時３０分か
ら１７時１５分までとなった。

紙による手続の場
合（オフライン）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容
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そ　　　 の　　　 他

　

オンライン手続のサービスを提供しているＵＲＬ http://shinsei.moj.go.jp/　

登記情報提供サービスのＵＲＬ http://www1.touki.or.jp/gateway.html

広 報 ・ 普 及 活 動
№１及び№２
オンラインによる手続が可能となっていることについ
て，パンフレット，ホームページ等で公表。

№１及び№２
◎オンライン申請及びオンラインにより交付請求
ができる登記所をできるだけ早期に確定し，ホー
ムページ等を活用して公表する（平成１７年度か
ら実施中）。
◎オンライン申請及びオンラインによる交付請求
に関するホームページを更に充実させる（平成１
８年度）。（→平成１８年８月に土地所在図等を
添付情報とする場合のファイルの種類の形式を追
加した。）
◎日本司法書士会連合会，日本土地家屋調査士会
連合会及び全国銀行協会を通じ，オンライン申請
及びオンラインによる登記事項証明書の交付請求
の積極的な利用を要請する（平成１７年から実施
中）。
◎各法務局・地方法務局において，士業団体，自
治体等に対して，オンライン申請制度についての
広報を行うとともに，オンライン申請への移行を
要請する（平成１７年度から実施中）。
◎登記所の窓口において，オンライン申請制度に
関するリーフレット等を用意するなどして制度の
広報を行うことにより，オンライン申請及びオン
ラインによる交付請求への移行を促進する（平成
１７年度から実施中）。
◎オンライン指定庁に登記事項証明書の交付請求
が郵送によりあった場合は，オンラインによる交
付請求が開始されている旨及びオンラインによる
交付請求のメリット等を記載したメモを同封して
返送することにより，オンラインによる交付請求
への移行を促進する（平成１７年度から実施中）
（№２）。
◎ホームページ等において，コンピュータ化され
た登記所間において，登記事項証明書の交付請求
を相互に行うことができる登記情報交換サービス
の広報を行うことにより，当該サービスによる登
記事項証明書の交付請求の利用促進を図る（№
２）。

№１及び№２
◎登記事項証明書の利用方法等についての調査を
行い，その結果をもとに更なるオンライン利用促
進策を検討する（平成１８年度）（№２）。（→
平成１８年１１月に調査を実施済。）
・問題点の掘り下げを実施し，オンライン利用促
進策を検討する（平成１９年度）。（№２）
◎地図のコンピュータ化を促進し，オンラインに
よる地図情報の提供のサービスを早期に実施す
る。（№２）
・オンラインによる地図情報の提供サービスを平
成１９年４月から開始する予定である（平成１９
年度）。（№２）

◎登記申請書作成支援ソフトの仕様公開を行う
（平成１７年度から実施中）（№１及び№２）。
（→平成１７年１２月実施。）
◎全国の登記所をコンピュータ化する（平成１９
年度までに実施（№２））。
◎全国のコンピュータ化された登記所（オンライ
ン未指定庁）の不動産に係る登記事項証明書につ
いて，オンライン化された登記所に対して請求す
ることを可能とするよう改善する（平成１９年４
月）。（№２）
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No.1

平成16 平成17 平成18 平成19

2,000

923

0.03

0.03

平成20

42,000

0.37

588,000

5

オンライン利用促進のための行動計画（改定）（法務省）

不動産登記の申請手続

１４，１１９，０００件

不動産登記法（平成１６年法律１２３号）第１６条

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

－ 0.01

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

年        度

目標利用件数（件）

根拠法令に基づき，不動産登記を申請しようとする者が，登記所に対して，登記申請情報及び添付情
報を提供するとともに登録免許税を納付して不動産登記の申請を行う。
（主な利用者：司法書士及び土地家屋調査士　代理申請率：約９０％）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

　　目標利用率（％）
※不動産登記申請の手続について
は，複雑な権利関係を正確に公示
するため，真正性の担保として公
的個人認証を始めとする電子署名
や官公署等が発行する証明書の提
供が必要であり，オンライン申請
手続の利用促進のためには，公的
個人認証の普及や官公署等が発行
する証明書の電子化の促進，登録
免許税の引き下げ，税の納入方法
の容易化等の課題があり，これら
の実現が利用率向上の前提とな
る。
※利用率は，目標利用件数をオン
ライン庁の申請件数で除して算出

－ 196
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No.2

平成16 平成17 平成18 平成19

39,767,000

27,803,670

14

13.95

平成20

55,631,000

20 28

78,220,000

オンライン利用促進のための行動計画（改定）（法務省）

不動産登記に係る登記事項証明書等の交付請求手続等

２８４，０４９，０００件

不動産登記法（平成１６年法律１２３号）第１１９条，第１２０条及び第１２１条
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律（平成１１年法律第２２６号）第１条

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

29,786,804

8.43 11.24

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）

目標利用率（％）

22,659,597

年        度

不動産登記の登記事項証明書等の交付を請求し，又は登記情報を取得しようとする者が，登記所に対
し登記事項証明書等の交付請求手続等を行い，又は法務大臣が指定する指定法人の提供する登記情報
提供サービスを利用する。
（主な利用者：司法書士及び土地家屋調査士，各種金融機関等　代理申請率　何人でも利用できる制
度であることから，代理申請という考え方がない。）
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平成16 平成17 平成18 平成19

11,926,000

11,069,588

15

18.47

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による

検討会の実施状況

№３
商業登記制度は、会社・法人に関する一定の事項を登記簿に記録し、これを公開することにより、取引の
安全と円滑を図ろうとする制度であって当該制度には当然に正確性が強く求められるものである。した
がって、その正確性を担保するため、要求されている添付書類の省略を認めることはできない。

№２
－

28

行動計画策定時（平成17年度末）の状況 改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

添　　付　　書　　類

№３
取締役会議事録など（オンライン化済）
※添付書類は相当数に及ぶため，代表的なものを例示し
た。

№３
◎スキャナ読み取り形式（添付書類をＰＤＦ化し
た上で作成権者の所定の電子署名が付されたも
の）が有効であることを周知する(平成１７年度
から実施中)。
◎登記事項証明書の提出に代えて登記情報提供
サービスの照会番号を提供することが可能である
ことを周知する(平成１７年度から実施中)。

№４
なし

№４
◎不動産登記及び商業・法人登記に係る登記事項
証明書（代表者事項証明書含む。）の交付請求に
は，電子署名及び電子証明書その他の添付書類は
不要であることを周知する（平成１７年度から実
施中）。
◎登記事項証明書の提出に代えて登記情報提供
サービスの照会番号を提供することが可能である
ことを周知する（平成１７年度から実施中）。

　　目標利用率（％）
※利用率は，目標利用件数をオ
ンライン庁の申請件数で除して算
出

8.33 11.56 20

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

№３：根拠法令に基づき商業・法人登記を申請しようとする者が，登記所に対して，登記申請書を提出す
るとともに登録免許税を納付して商業・法人登記の申請を行う。(主な利用者:司法書士、代理申請率:約
９０％)
№４：商業・法人登記簿の登記事項証明書等の交付を請求し，又は登記情報を取得しようとする者が，登
記所に対して登記事項証明書等の交付請求手続等を行い，又は法務大臣が指定する指定法人の提供する登
記情報提供サービスを利用する。(主な利用者:司法書士，代理申請率:不明)

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段目標値、下段は、平成18年12月末までの実績
※平成18年度以降の目標値には，不動産登記申請
の件数は含めていない。なお，実績値には不動産
登記申請の件数を加算している。

年        度 平成20

目標利用件数（件） 6,192,133 8,655,828 16,133,000 21,982,000

年 間 平 均 申 請 件 数 ７９，６３０，０００件

根 拠 法 令 ・ 条 項

№３：商業登記法(昭和３８年法律第１２５号）第１４条(非訟事件手続法(明治３１年法律第１４号)第１
２４条において準用する場合を含む)
№４：商業登記法(昭和３８年法律第１２５号）第１０条，第１１条，第１２条(非訟事件手続法(明治３
１年法律第１４号)第１２４条において準用する場合を含む)，電気通信回線による登記情報の提供に関す
る法律(平成１１年法律第２２６条)第１条

オンライン利用促進のための行動計画（改定）（法務省）
№3～№4

対　　象　　手　　続 商業・法人登記手続
(№３：商業・法人登記の申請，№４：商業・法人登記に係る登記事項証明書等の交付請求等）
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№４
◎登記事項証明書（郵送請求）　３～４日
（ただし，郵便事情によって異なる。）
◎登記事項証明書（窓口請求）　１０～１５分
（ただし，登記所の規模，申請の時期，時間帯等によって異な
る。）

№４
－

№４
利用状況等を踏まえ，適時適切に見直しを行う。
（→平成１８年８月実施済。）

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

オンライン手続の
場合

№３
２～３日間
（ただし，登記所の規模，申請の時期等によって異なる）

№３
紙による手続に比べ，受付処理及び記入処理の一
部が省略されることから，そのメリットを生か
し，業務の効率化を図る。

№４
◎登記事項証明書　１～２日
（ただし，請求者への返信は郵送によるため，郵便事情によって異
なる。）
◎登記情報提供サービス　即時

№４
◎登記事項証明書の交付については，受付処理の
一部が省略されることから，そのメリットを生か
し，業務の効率化を図る。
◎登記事項証明書の交付については，郵送請求に
比べ請求書を登記所に郵送する期間が短縮化され
ることを周知する（平成１７年度から実施中）。

紙による手続の場
合（オフライン）

№３
２～３日間
（ただし，登記所の規模，申請の時期等によって異なる）

№３
－

手　数　料

オンライン手続の
場合

№３
なし(制度上の徴収規定なし)

№３
－

№４
◎登記事項証明書　１通１，０００円(オンラインによ
る登記事項証明書の交付請求の手数料には，返信用の郵
送料（８０円）も含まれる。)
◎印鑑証明書５００円(オンラインによる印鑑証明書の
交付請求の手数料には，返信用の郵送料（８０円）も含
まれる。)
◎登記情報提供サービス
　 商業・法人登記情報（全部事項）   ９５０円
(うち，登記手数料870円，協会手数料80円）

№４
◎オンラインによる登記事項証明書の交付請求の
手数料には，返信用の郵送料（８０円）も含まれ
ているため，郵送による交付請求よりも安価であ
ることを周知する（平成１７年度から実施中）。
◎登記情報提供サービスの利用料金を平成１８年
４月１日から次のとおり値下げすることを予定し
ている。（→平成１８年４月１日実施済。）
　全部事項　７７０円
（うち，登記手数料710円，協会手数料60円）
◎利用状況,手数料算定に係る政府の方針等を踏
まえ，適時適切に見直しを行う。（→平成１８年
８月実施済。）
・オンラインによる登記事項証明書の交付手数料
を平成１９年４月１日から次のとおり値下げする
ことを予定している（平成１９年度）。
登記事項証明書　１通　７００円
・登記情報提供サービスの手数料を平成１９年４
月１日から次のとおり値下げすることを予定して
いる（平成１９年度）。
全部事項　登記手数料　４４０円
※協会手数料についても６０円→４０円に引下げ
を予定している。

紙による手続の場
合（オフライン）

№３
なし(制度上の徴収規定なし)

№３
－

№４
◎登記事項証明書　１通１，０００円
◎印鑑証明書　１通５００円
◎登記情報提供サービスについては，紙による手続は用
意されていない。

№３
申請者本人の電子署名(代表者が登記所に印鑑を届け出
ている場合は不要)及び代理人の電子署名
（紙の場合は代表者本人の実印及び印鑑証明書（代表者
が登記所に印鑑を届け出ている場合は不要）並びに代理
人の認印）

№３
他の方法によることが可能かどうか検討を行う
（平成１８年度）。（→現状においては，本人確
認の確実性及び改ざん防止の観点から考えると電
子署名による本人確認が有効である。）。

№４
なし(ただし，印鑑証明書の交付請求について印鑑カー
ド)

№４
－

本人確認方法

本人による申請の
場合

№３
電子署名
（紙の場合は実印＋印鑑証明書(代表者が登記所に印鑑
を届け出ている場合は不要)）

№３
他の方法によることが可能かどうか検討を行う
（平成１８年度）。（→現状においては，本人確
認の確実性及び改ざん防止の観点から考えると電
子署名による本人確認が有効である。）。

№４
なし(ただし，印鑑証明書の交付請求については，電子
認証登記所による電子署名)
（紙の場合は実印＋印鑑証明書(代表者が登記所に印鑑
を届け出ている場合は不要)）

№４
－

代理人による申請
の場合
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オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

上記項目以外のインセンティブ措置

№３及び№４
◎登記申請事件の処理状況を管轄登記所に問い合わせる
ことなくインターネットにより随時確認することができ
る（№３）。
◎申請時にメールアドレスを登録すると登記申請事件が
完了したことを知らせるメールが送信される（№３）。

№３及び№４
（→平成１８年８月に電子政府を推進するための
税制として，登記の電子申請に係る登録免許税の
税額控除を要望。）
・電子政府を推進するため次の登記を受けようと
する者が，平成２０年１月１日から平成２１年１
２月３１日までの間に電子情報処理組織を使用し
て当該登記の申請を行った場合には，一定の要件
の下，当該登記に係る登録免許税額からその１０
０分の１０に相当する額（５，０００円を限度と
する。）を控除する（②商業・法人登記のうち株
式会社，合名会社，合資会社等の設立登記）（平
成１９年度）。（№３）

シ ス テ ム の 改 善

№３及び№４
◎１０５の登記所でオンライン申請が可能（平成１８年
２月末現在）（№３）。
◎１０１の登記所でオンライン請求が可能（平成１８年
２月末現在）（№４）。
◎コンピュータ化された４９２の登記所の会社・法人に
ついて登記情報提供サービスの利用が可能（平成１８年
２月末現在）（№４）。
◎登記申請書作成支援ソフトの仕様を公開（平成１６年
度から実施）（№３及び№４）。

№３及び№４
◎全国の登記所をオンライン化する（平成２０年
度のできるだけ早期に実施）。（→平成１８年１
２月現在で２２３庁でオンライン申請が可能と
なっている。）（№３及び№４）
・全国の登記所においてオンライン申請を可能と
するため，新たに２０８庁のオンライン化を実施
（平成１９年度）。（№３及び№４）
◎窓口の利用者を対象としたオンライン利用促進
のためのアンケート調査を行う（平成１７年度以
降実施）。（→平成１８年３月実施済。）（№３
及び№４）
◎登記申請書作成支援ソフトの機能改善を随時実
施する（平成１７年度から実施中）。なお，機能
改善に当たっては，メインユーザーである資格者
代理人の団体から意見を聴取する。（→司法書
士，土地家屋調査士等の利用者の方々の意見を踏
まえ実施。
・双方代理の申請書様式を提供，マニュアルがわ
かりづらいとし，特に指摘のあった事項について
説明を追加
・複数のソフトウェアで実現されていた機能を一
つのソフトウェアに統合
・入力エラー箇所を反転表示する機能
・入力項目にカーソルを合わせるとガイダンス
メッセージを表示する機能
・ファイル選択の際，申請状況等をアイコンで表
示する機能
・ソフトウェアのバージョンアップ方法の改善
（→以上の項目について，平成１８年度までに実
施済。））（№３及び№４）
・申請書様式を管理する機能（№３及び№４）
・申請する登記所について，都道府県を選択後に
配下のオンライン稼動庁を選択できるよう改善
（№３及び№４）
（以上の項目について，平成１９年度）
◎登記申請書作成支援ソフトにおいて実装してい
る物件情報を特定する機能を使用するためのＵＲ
Ｌを公開し，サードベンダー開発のソフトウェア
からも当該機能を使用可能とする対応を行う（平
成１９年度）。（№３及び№４）
◎オンライン登記申請に必要なパソコンの環境を
設定するツールを開発する（平成１９年度）。
（№３及び№４）
◎オンライン登記申請を模擬的に体験可能な環境
を開発する（平成１９年度）。（№３及び№４）

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

№３及び№４
◎月曜日から金曜日（国民の祝日・休日、１２月２９日
から１月３日の年末年始を除く。）の８時３０分から２
０時まで
◎登記情報提供サービスについては，月曜日から金曜日
（国民の祝日・休日、１２月２９日から１月３日の年末
年始を除く。）の８時３０分から１９時まで（№２及び
№４）

№３及び№４
オンライン申請利用可能時間の拡大について、利
用件数の推移、利用者のニーズ及び運用コスト等
を踏まえ検討する（平成１７年度以降引き続き検
討）。

№３及び№４
月曜日から金曜日（国民の祝日・休日，１２月２９日か
ら１月３日の年末年始を除く。）の８時３０分から１７
時まで

№３及び№４
（参考）
平成１８年７月１日から窓口の開庁時間（月曜日
から金曜日（国民の祝日・休日，１２月２９日か
ら１月３日の年末年始を除く。）が８時３０分か
ら１７時１５分までとなった。

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容
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そ　　　 の　　　 他

オンライン手続のサービスを提供しているＵＲＬ http://shinsei.moj.go.jp/　

登記情報提供サービスのＵＲＬ http://www1.touki.or.jp/gateway.html

広 報 ・ 普 及 活 動 №３及び№４
－

№３及び№４
◎オンライン申請及びオンラインにより交付請求
ができる登記所をできるだけ早期に確定し，ホー
ムページ等を活用して公表する（平成１７年度か
ら実施中）。
◎オンライン申請及びオンラインによる交付請求
に関するホームページを更に充実させる（平成１
８年度）。（→平成１８年５月にオンライン申請
等について会社法改正に対応するよう変更し
た。）
◎日本司法書士会連合会，日本土地家屋調査士会
連合会及び全国銀行協会を通じ，オンライン申請
及びオンラインによる登記事項証明書の交付請求
の積極的な利用を要請する（平成１７年から実施
中）。
◎各法務局・地方法務局において，士業団体，自
治体等に対して，オンライン申請制度についての
広報を行うとともに，オンライン申請への移行を
要請する（平成１７年度から実施中）。
◎登記所の窓口において，オンライン申請制度に
関するリーフレット等を用意するなどして制度の
広報を行うことにより，オンライン申請及びオン
ラインによる交付請求への移行を促進する（平成
１７年度から実施中）。
◎オンライン指定庁に登記事項証明書の交付請求
が郵送によりあった場合は，オンラインによる交
付請求が開始されている旨及びオンラインによる
交付請求のメリット等を記載したメモを同封して
返送することにより，オンラインによる交付請求
への移行を促進する（平成１７年度から実施中）
（№４）。
◎ホームページ等において，コンピュータ化され
た登記所間において，登記事項証明書の交付請求
を相互に行うことができる登記情報交換サービス
の広報を行うことにより，当該サービスによる登
記事項証明書の交付請求の利用促進を図る（№
４）。

№３及び№４
◎登記事項証明書の利用方法等についての調査を
行い，その結果をもとに更なるオンライン利用促
進策を検討する（平成１８年度）（№４）。（→
平成１８年１１月に調査を実施済。）
・問題点の掘り下げを実施し，オンライン利用促
進策を検討する（平成１９年度）。（№４）

◎全国の登記所をコンピュータ化する（平成１９
年度までに実施（№４））。
◎全国のコンピュータ化された登記所（オンライ
ン未指定庁）の商業・法人登記に係る登記事項証
明書，印鑑証明書及び代表者事項証明書につい
て，オンライン化された登記所に対して請求する
ことを可能とするよう改善する（平成１９年４
月）。（№４）

55



No.3

平成16 平成17 平成18 平成19

63,000

35,679

4

3.09

429,000

0.73 91.08 20

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

　根拠法令に基づき商業・法人登記を申請しようとする者が，登記所に対して，登記申請書を提出す
るとともに登録免許税を納付して商業・法人登記の申請を行う。(主な利用者:司法書士、代理申請
率:約９０％)

178,00010,406

年        度 平成20

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）

目標利用率（％）
※利用率は，目標利用件
数をオンライン庁の申請
件数で除して算出

1,487

根 拠 法 令 ・ 条 項

オンライン利用促進のための行動計画（改定）（法務省）

対　　象　　手　　続 商業・法人登記の申請手続

年 間 平 均 申 請 件 数 ２，１２０，０００件

商業登記法(昭和３８年法律第１２５号）第１４条(非訟事件手続法(明治３１年法律第１４号)第１２
４条において準用する場合を含む)
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No.4

平成16 平成17 平成18 平成19

11,863,000

11,033,909

15

18.77

6,190,646目標利用件数（件）

目標利用率（％）

商業登記法(昭和３８年法律第１２５号）第１０条，第１１条，第１２条(非訟事件手続法(明治３１
年法律第１４号)第１２４条において準用する場合を含む)，電気通信回線による登記情報の提供に関
する法律(平成１１年法律第２２６条)第１条

11.70 21 28

根 拠 法 令 ・ 条 項

年        度

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

8.35

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

　商業・法人登記簿の登記事項証明書等の交付を請求し，又は登記情報を取得しようとする者が，登
記所に対して登記事項証明書等の交付請求手続等を行い，又は法務大臣が指定する指定法人の提供す
る登記情報提供サービスを利用する。(主な利用者:司法書士、代理申請率:不明)

15,955,0008,645,422 21,553,000

平成20

オンライン利用促進のための行動計画（改定）（法務省）

対　　象　　手　　続 商業・法人登記に係る登記事項証明書等の交付請求手続等

年 間 平 均 申 請 件 数 ７７，５１０，０００件
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No.6

平成16 平成17 平成18 平成19

73,000

62,931

22

13.75

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続のサービスを提供しているＵＲＬ http://shinsei.moj.go.jp/

広 報 ・ 普 及 活 動

◎登記所の窓口等にポスターを掲示したり，リーフレット
を用意するなどしてオンラインによる交付請求への移行を
促進する（平成１６年度から実施中）。
◎ホームページでオンライン申請手続についての解説を行
う（平成１６年度から実施中）。
◎オンラインによる登記事項証明書等の交付請求が開始さ
れたことについて，登記所の受付窓口でも広報を行うこと
により，オンラインによる交付請求への移行を促進する
（平成１６年度から実施中）。

◎主要ユーザー（事業者協会等）へのヒアリング
を行う（→平成18年1月～3月に実施済）。
◎郵送申請者に対するオンライン利用の個別案内
(広報チラシの同封)を行うことにより，オンライ
ンによる交付請求への移行を促進する(平成１７
年度から実施中)。
◎ホームページの充実を図る（より分かり易いオ
ンライン申請の手順書を準備中）（平成１９年度
早期に実施）。

そ　　　 の　　　 他 ー ー

上記項目以外のインセンティブ措置 ー ー

シ ス テ ム の 改 善

システム仕様未公開 ◎全国のコンピュータ化された登記所（オンライ
ン未指定庁）の概要記録事項証明書について，オ
ンライン化された登記所に対して請求することを
可能とするよう改善する（平成１９年４月）。
◎業務処理の効率化及び性能・信頼性の向上を図
るため，債権譲渡登記システム改修の要否につい
て検討する（→現在，電子登録債権法制の検討が
進められているところであり，不確定要素が多い
中で今後の債権譲渡登記の事件数の推移を予測す
ることは困難な状況にある。したがって，現時点
においてシステム改修の要否について結論を出す
ことはできないが，事件の動向等を注視しつつ，
平成１９年度以降，引き続き検討する。）。
※請求者が利用するアプリケーションソフトがな
いため，公開すべきシステム仕様はない。

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

月曜日から金曜日（国民の祝日・休日、１２月２９日から
１月３日の年末年始を除く。）の８時３０分から２０時ま
で

オンライン申請利用可能時間の拡大について，利
用件数の推移，利用者のニーズ及び運用コスト等
を踏まえ検討する（平成１７年度以降引き続き検
討）。

月曜日から金曜日（国民の祝日・休日、１２月２９日から
１月３日の年末年始を除く。）の８時３０分から１７時ま
で

ー

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

５～１０分程度
登記事項証明書の交付については，受付処理の一
部が省略されることから，そのメリットを生か
し，業務の効率化を図る。

５～１０分程度 ー

手　数　料

◎登記事項概要証明書　　　　１通２５０円
◎登記事項証明書　　　　　　１通４５０円
◎概要記録事項証明書　　　　１通５００円
　 登記情報提供サービス
（債権譲渡登記事項概要ファイル）　　１件４８０円
(うち登記手数料400円，協会手数料80円）

◎登記情報提供サービスの利用料金を平成１８年
４月１日から次のとおり値下げすることを予定し
ている。（→平成１８年４月１日実施済。）
　債権譲渡登記事項概要ファイル　460円
(うち登記手数料400円，協会手数料60円）
・　登記情報提供サービスの利用料金を平成１９
年４月１日から次のとおり値下げすることを予定
している(平成１９年度)。
　債権譲渡登記事項概要ファイル　440円
（うち登記手数料400円，協会手数料40円）

◎利用状況,手数料算定に係る政府の方針等を踏
まえ，適時適切に見直しを行う。

◎登記事項概要証明書　　　　１通３００円
◎登記事項証明書　　　　　　１通５００円
◎概要記録事項証明書　　　　１通５００円

利用状況等を踏まえ，適時適切に見直しを行う。

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

添付書類②については，証明書の交付を請求できる者が登記情報に記録されている者等，利害関係人に限定
されており，その資格者か否かを確認するために必要であるため，省略できない。

本人確認方法

◎登記事項概要証明書及び概要記録事項証明書の交付請求
には，ＩＤ及びパスワード
◎登記事項証明書の交付請求の場合には，更に電子署名
（紙の場合，登記事項証明書の交付請求をするときは，申
請人の印鑑証明書）

他の方法によることが可能かどうか検討を行う
（→現状においては，本人確認の確実性及び改ざ
ん防止の観点から考えると電子署名による本人確
認が有効である。）。

◎登記事項概要証明書及び概要記録事項証明書の交付請求
には，代理人のＩＤ及びパスワード
◎登記事項証明書の交付請求の場合には，更に申請者本人
及び代理人の電子署名
（紙の場合，登記事項証明書の交付請求をするときは，申
請人の印鑑証明書及び委任状）

同上

6.81 26 30

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況 改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

添　　付　　書　　類

①登記事項概要証明書及び概要記録事項証明書の交付請
求･･･なし
②登記事項証明書の交付請求･･･印鑑証明書（オンライン
化済）

登記事項概要証明書については，添付書類が不要
であることを周知する（平成１６年度から実施
中）。

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

年        度 平成20

目標利用件数（件） 31 37,335 84,000 98,000

目標利用率（％） 0.01

根 拠 法 令 ・ 条 項
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成１０年法律第１０４号）第１１
条，第１２条
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律（平成１１年法律第２２６号）第１条

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

根拠法令に基づき債権譲渡登記に係る登記事項証明書等の交付を請求しようとする者が，登記所に対して，
債権譲渡登記に係る登記事項証明書等の交付請求手続を行う。
（主な利用者：法人，司法書士　代理申請率：約４０％）

オンライン利用促進のための行動計画（改定）（法務省）

対　　象　　手　　続 債権譲渡登記に係る登記事項証明書等の交付請求

年 間 平 均 申 請 件 数 ３２６，０００件
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No.7

平成16 平成17 平成18 平成19

390,000

353,394

43

48.11

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン利用促進のための行動計画（改定）（法務省）

対　　象　　手　　続 成年後見登記に関する証明書の交付請求

年 間 平 均 申 請 件 数 ８９７，０００件

根 拠 法 令 ・ 条 項 後見登記等に関する法律（平成１１年法律１５２号）第１０条

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

後見登記等ファイルに記録されている者等一定の者が，登記所に対し，成年後見登記に関する証明書
の交付請求手続を行う。
（主な利用者：一般、代理申請率：約２０％）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

年        度 平成20

目標利用件数（件） 52,131 421,264 399,000 408,000

目標利用率（％） 6.01 43.76 44 45

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況 改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

添　　付　　書　　類

①戸籍謄抄本等の電子情報（本人の配偶者又は四
　親等内の親族が本人に係る証明書の交付請求を
　する場合）（オンライン化未対応）
②委任状（代理人による交付請求の場合）（オン
ライン化済）

－

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

◎添付書類①及び②については、証明書の交付を請求できる者が後見登記等ファイルに記録されてい
る本人、本人の親族等一定の者に限定されており，その資格者か否かを確認するために必要であるか
ら省略できない。
◎添付書類①については，当該書類を発行する市区町村において電子化の対応が採られていないもの
である。

本人確認方法

電子署名
（紙の場合は認印，免許証等の提示等による本人
確認実施）

※証明書の交付を請求できる者が後見登記等ファ
イルに記録されている本人、本人の親族等一定の
者に限定されており，その資格者か否かを確認す
るために必要であり，その資格者か否かを確認す
るために，現状では最も一般的な方法であるから
省略できない。

本人の電子署名及び代理人の電子署名
（紙の場合は申請者本人と代理人の認印，免許証
等の提示等による代理人の本人確認実施）

※証明書の交付を請求できる者が後見登記等ファ
イルに記録されている本人、本人の親族等一定の
者に限定されており，その資格者か否かを確認す
るために必要であり，その資格者か否かを確認す
るために，現状では最も一般的な方法であるから
省略できない。

手　数　料

◎登記事項証明書
　１通　７５０円（紙受取）
　１通　７００円（電子受取）
◎登記されていないことの証明書
　１通　４５０円（紙受取）
　１通　４００円（電子受取）

利用状況，手数料算定に係る政府の方針等を踏ま
え，適時適切に見直しを行う。（→平成１８年８
月実施済。）
・証明書の登記手数料を平成１９年４月１日から
次のとおり値下げすることを予定している（平成
１９年度）。
◎登記事項証明書
　１通　４９０円（紙受取）
　１通　４４０円（電子受取）
◎登記されていないことの証明書
　１通　３３０円（紙受取）
　１通　２８０円（電子受取）

◎登記事項証明書
　１通　１，０００円
◎登記されていないことの証明書
　１通　５００円

利用状況等を踏まえ，適時適切に見直しを行う。
（→平成１８年８月実施済。）
・証明書の登記手数料を平成１９年４月１日から
次のとおり値下げすることを予定している（平成
１９年度）。
◎登記事項証明書
　１通　８００円
◎登記されていないことの証明書
　１通　４００円

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

５～１０分程度
※登記事項証明書の交付については，受付処理の
一部が省略されることから，そのメリットを生か
し，業務の効率化を図る。

５～１０分程度 －

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

月曜日から金曜日（国民の祝日・休日、１２月２
９日から１月３日の年末年始を除く。）の８時３
０分から２０時まで

オンライン申請利用拡大について，利用件数の推
移，利用者のニーズ及び運用コストを踏まえ検討
する（平成１７年度以降引き続き検討）。

月曜日から金曜日（国民の祝日・休日、１２月２
９日から１月３日の年末年始を除く。）の８時３
０分から１７時まで

－

上記項目以外のインセンティブ措置 － －

シ ス テ ム の 改 善

システム仕様未公開 ※請求者が利用するアプリケーションソフトがな
いため，公開すべきシステム仕様はない。

オンライン手続のサービスを提供しているＵＲＬ http://shinsei.moj.go.jp/　

広 報 ・ 普 及 活 動

毎年，パンフレットを印刷・配布し又は法務省
ホームページにより周知を行っている。

今後も見直しを行い充実化を図る。（→平成１９
年３月にパンフレット及び法務省ホームページに
より，登記手数料の改定について，周知。）

そ　　　 の　　　 他 －
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No.8

平成16 平成17 平成18 平成19

300,000

366,000

28

34

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

そ　　　 の　　　 他

乗員上陸許可支援システムＵＲＬ 　   http://www.cps.immi-moj.go.jp/

広 報 ・ 普 及 活 動
◎財務省関税局のＮＡＣＣＳや国土交通省の港湾
ＥＤＩからのアクセスも引き続き可能とし，ＷＥ
Ｂサイト等を通じて積極的な利用を呼びかける。

－

◎運送業者，船舶代理店に対して入管ホームペー
ジ等を活用し広報を行う。
（乗員上陸許可書の電子交付に併せて実施）

－

オンラインでの乗員上陸許可書交付が可能となる
システムの実現を図る。

１件１申請ではないため回答までの平均的な処理
時間を算出することはできない。

平日９：００～１７：００

－

申請手続を行う主体は，船舶等の長又は運送業者
であるところ，オンライン申請については，Ｉ
Ｄ・パスワードにより確認，紙申請については，
身分証明書等の提示を求めることにより申請者の
身分事項を確認している。

手数料は存在しない。

４：００～２：００（２２時間）

－

乗員上陸許可に係る電子申請に対しては，同許可
書を交付するにあたり，電子的に交付を行い船舶
代理店等において乗員上陸許可書の印刷が可能と
なるシステムの実現を図る。

１件１申請ではないため回答までの平均的な処理
時間を算出することはできない。

－

－

同左

－

同左

－

乗員名簿（オンライン化済）

添付書類については，法令で提出が義務づけられており業務遂行上必要不可欠なため省略することは
できない。
なお，項目の削減については実施済み。（平成１７年）

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

添付物の電子フォーマットについて，ＰＤＦなど
にも幅広く対応する旨周知するとともに事務の効
率化を図るために，関係機関との連携を図りつ
つ，電子申請を積極活用していただきたい旨広報
する。（平成１８年）（→平成18年度実施済。）
乗員上陸許可支援システムのWEBサイトに，FAQを
設け，利用者登録方法等の周知・広報を行った。
（→平成18年12月実施済。）

目標利用件数（件） 315,000

29 31

330,000

オンライン利用促進のための行動計画（改定）（法務省）

乗員上陸許可及び数次乗員上陸許可申請

１，０７０，０００件

出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令３１９号）第１６条第１項

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

本人確認方法

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

外国人の乗員が船舶等の乗換え等の目的で１５日を超えない範囲で上陸を希望する場合に船舶等の長
又は運送業者の申請に基づき乗員上陸許可書を発給する手続。
（主な利用者：運送業者及び船舶代理店）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

－

申請項目の削減に係るシステム改修を実施した。

手数料は存在しない。

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用率（％）

270,000 284,000

25 27

年        度
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No.9

平成16 平成17 平成18 平成19

21,500

30,500

17

23

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

船舶等の長又は運送業者は，船舶の場合は入港時より２４時間前までに，航空機の場合は入港前に船
舶等の乗員名簿を提出する。（主な利用者：運送業者及び船舶代理店）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

－

添　　付　　書　　類

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

シ ス テ ム の 改 善 申請項目の削減に係るシステム改修を実施した。

手数料は存在しない。

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

本人確認方法

オンライン利用促進のための行動計画（改定）（法務省）

船舶の長による乗員名簿の提出等

１３０，０００件

出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令３１９号）第５７条第１項及び第３項

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

年        度

①入港届（オンライン化済）
②出港届（オンライン化済）
③乗員名簿（オンライン化済）
④乗客名簿（オンライン化済）

添付書類のうち、①～④については，法令で提出が義務づけられており業務遂行上必要不可欠なため
省略することはできない。
なお，項目の削減については実施済み。（平成１７年）

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

添付物の電子フォーマットについて，ＰＤＦなど
にも幅広く対応する旨周知するとともに事務の効
率化を図るために，関係機関との連携を図りつ
つ，電子申請を積極活用していただきたい旨広報
する。（平成18年）（→平成18年度実施済。）
乗員上陸許可支援システムのWEBサイトに，FAQを
設け，利用者登録方法等の周知・広報を行った。
（→平成18年12月実施済。）

　　目標利用件数（件）
※平成17年度までは実績。ま
た、平成18年度の上段は目標
値、下段は、平成18年12月末ま
での実績

19

19,000 20,000

－

－

－

－

－

オンラインでの乗員上陸許可書交付が可能となる
システムの実現を図る。

受付のみで処理は行わない。

平日９：００～１７：００

－

申請手続を行う主体は，船舶等の長又は運送業者
であるところ，オンライン申請については，Ｉ
Ｄ・パスワードにより，紙申請については，身分
証明書等の提示を求めることにより申請者の身分
事項を確認している。

手数料は存在しない。

４：００～２：００（２２時間）

－

オンラインでの乗員上陸許可書交付が可能となる
システムの実現を図ることにより，その前提とな
る乗員名簿等の提出についてもオンライン手続の
促進を図る。

受付のみで処理は行わない。

そ　　　 の　　　 他

乗員上陸許可支援システムＵＲＬ 　   http://www.cps.immi-moj.go.jp/

広 報 ・ 普 及 活 動
◎財務省関税局のＮＡＣＣＳや国土交通省の港湾
ＥＤＩからのアクセスも引き続き可能とし，ＷＥ
Ｂサイト等を通じて積極的な利用を呼びかける。

－

◎運送業者，船舶代理店に対して入管ホームペー
ジ等を活用して広報を行う。
（乗員上陸許可書の電子交付に併せて実施）

－

23,000 24,500

　　目標利用率（％）
※平成17年度までは実績。ま
た、平成18年度の上段目標値、
下段は、平成18年12月末までの
実績

15 15 18
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No.　１

平成16 平成17 平成18 平成19

50,000

－

37
（コンテナ船について90）

－

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

そ　　　 の　　　 他

ＮＡＣＣＳ　ＵＲＬ http://www.naccs.go.jp/

－

窓口等でオンライン利用を慫慂（しょうよう）している。

国際海上交通の簡易化に関する条約（ＦＡＬ条約）が定め
るＦＡＬ様式を採用したことにより、必須入力項目数が減
少した。（平成１７年１１月１日から）

－

－

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用者の視点に立ったプログラムの変更を適宜行い、サー
ビスの向上に努めている。

－

－

原則として、税関の執務時間内
（０８：３０～１７：００）

（場合によっては、執務時間外及び土日も対応、
当直官署にあっては終日）

終日（メンテナンスの時間を除く。）

平成20

－

- -

－

無

※オンラインによる本人申請無
（紙による手続の場合は署名又は記名・押印）

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

－

本人確認方法

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

オンライン利用促進のための行動計画（財務省）

積荷、乗組員及び旅客に関する事項の報告並びに入港届及び船用品目録の提出（外国貿易船）

１３４，０００件

関税法（昭和２９年法律６１号）第１５条第１項、第３項

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

－

－

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

－

無

無

－

－

ＩＤ・パスワード
（紙による手続の場合は署名又は記名・押印）

手　　続　　概　　要

開港に入港しようとする外国貿易船の船長は、あらかじめ当該外国貿易船の積荷、旅客及び乗組員に関する
事項を税関に報告しなければならない。また、当該外国貿易船が開港に入港したとき、船長は入港の時から
二十四時間以内に政令で定める事項を記載した入港届及び船用品目録を税関に提出しなければならない。
（主な利用者：船会社、船舶代理店）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

添　　付　　書　　類

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

40,431

31.6

－

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）

目標利用率（％）

38,000

27.9

年        度

67,000

50以上
（コンテナ船に
ついて95）

44
（コンテナ船に
ついて93）

59,000
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No.　２

平成16 平成17 平成18 平成19

53,000

－

37

－

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

手　　続　　概　　要
税関空港に入港しようとする外国貿易機の機長は、あらかじめ当該外国貿易機の積荷、旅客及び乗組員に関
する事項を税関に報告しなければならない。また、当該外国貿易機が税関空港に入港したとき、機長は直ち
に政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。（主な利用者：航空会社）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

48,691

29.9

71,000

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

平成20

－

オンライン利用促進のための行動計画（財務省）

積荷、乗組員及び旅客に関する事項の報告並びに入港届の提出（外国貿易機）

１４２，０００件

関税法（昭和２９年法律６１号）第１５条第７項、第９項

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

無

※オンラインによる本人申請無
（紙による手続の場合は署名又は記名・押印）

－

－

- -

－

－

無

－

－

－

－

原則として、税関の執務時間内
（０８：３０～１７：００）

（場合によっては、執務時間外及び土日も対応、
当直官署にあっては終日）

終日（メンテナンスの時間を除く。）

ＩＤ・パスワード
（紙による手続の場合は署名又は記名・押印）

無

そ　　　 の　　　 他

利用者の視点に立ったプログラムの変更を適宜行い、サー
ビスの向上に努めている。

ＮＡＣＣＳ　ＵＲＬ http://www.naccs.go.jp/

50以上

窓口等でオンライン利用を慫慂（しょうよう）している。

－

-

－

-

－

－

61,000

43

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）

目標利用率（％）

41,000

27.5

年        度
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No.　３

平成16 平成17 平成18 平成19

1,619,000

－

89

－

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

90以上

1,637,000

90

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）

目標利用率（％）

1,597,000

87.8

年        度 平成20

ＣｕＰＥＳ　ＵＲＬ http://www.cupes.jp/

手　　続　　概　　要
船舶又は航空機に外国貨物の積卸をしようとする者は、積卸についての書類を税関職員に呈示しなければな
らない。外国貿易船等に内国貨物の積卸をしようとする者も、また同様とする。
（主な利用者：船会社、航空会社）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

1,779,710

83.6

1,638,000

本人確認方法

添　　付　　書　　類

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

－

－

オンライン利用促進のための行動計画（財務省）

貨物の積卸しについての書類の呈示

１，８１９，０００件

関税法（昭和２９年法律６１号）第１６条第２項

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

無

－

-

　ＩＤ・パスワード
（紙による手続の場合は署名又は記名・押印）

無

　ＩＤ・パスワード
（紙による手続の場合は署名又は記名・押印）

－

－

－

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

－

－

－

そ　　　 の　　　 他

-上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

－

－

原則として、税関の執務時間内
（０８：３０～１７：００）
（当直官署にあっては終日）

無

終日（メンテナンスの時間を除く。）

ＮＡＣＣＳ　ＵＲＬ http://www.naccs.go.jp/

－

窓口等でオンライン利用を慫慂（しょうよう）している。

－

－

－

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用者の視点に立ったプログラムの変更を適宜行い、サー
ビスの向上に努めている。

65



No.　４

平成16 平成17 平成18 平成19

101,000

－

38

－

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

50以上

115,000

43

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）

目標利用率（％）

82,000

29.6

年        度

そ　　　 の　　　 他

ＮＡＣＣＳ　ＵＲＬ http://www.naccs.go.jp/

窓口等でオンライン利用を慫慂（しょうよう）している。

国際海上交通の簡易化に関する条約（ＦＡＬ条約）が定め
るＦＡＬ様式を採用したことにより、必須入力項目数が減
少した。（平成１７年１１月１日から）

－

－

－

許可の要件が満たされ次第、許可を行っている。

原則として、税関の執務時間内
（０８：３０～１７：００）
（当直官署にあっては終日）

－

無

終日（メンテナンスの時間を除く。）

- -

許可の要件が満たされ次第、許可を行っている。

利用者の視点に立ったプログラムの変更を適宜行い、サー
ビスの向上に努めている。

－

ー

－

ー

－

　ＩＤ・パスワード
（紙による手続の場合は署名又は記名・押印）

無

※オンラインによる本人申請無
（紙による手続の場合は署名又は記名・押印）

－

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

－

オンライン利用促進のための行動計画（財務省）

出港届の提出（許可）

２６７，０００件

関税法（昭和２９年法律６１号）第１７条第１項

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

無

手　　続　　概　　要
外国貿易船及び外国貿易機が開港又は税関空港を出港しようとするときは、船長又は機長は、税関に政令で
定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。
（主な利用者：船会社、船舶代理店、航空会社）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

98,177

33.6

134,000
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No.　５

平成16 平成17 平成18 平成19

156,000

－

79

－

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

90以上

165,000

84

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）

目標利用率（％）

140,000

69.8

年        度

そ　　　 の　　　 他

ＮＡＣＣＳ　ＵＲＬ http://www.naccs.go.jp/

窓口等でオンライン利用を慫慂（しょうよう）している。

－

－

－

－

－

原則として、税関の執務時間内
（０８：３０～１７：００）
（当直官署にあっては終日）

－

無

終日（メンテナンスの時間を除く。）

- -

－

利用者の視点に立ったプログラムの変更を適宜行い、サー
ビスの向上に努めている。

－

－

－

－

－

　ＩＤ・パスワード
（紙による手続の場合は署名又は記名・押印）

無

　ＩＤ・パスワード
（紙による手続の場合は署名又は記名・押印）

－

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

－

オンライン利用促進のための行動計画（財務省）

執務時間外における貨物の積卸しの届出

１９７，０００件

関税法（昭和２９年法律６１号）第１９条

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

無

手　　続　　概　　要

行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外において、外国貿易船等その他外国貨物を積んでいる
船舶若しくは航空機に貨物の積卸しをし、又は船舶若しくは航空機に外国貨物を積み込もうとするときは、
あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
（主な利用者：船会社、航空会社）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

149,637

71.3

177,000
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No.　６

平成16 平成17 平成18 平成19

537,000

－

85

－

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

90以上

550,000

87

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）

目標利用率（％）

521,000

78.0

年        度 平成20

ＣｕＰＥＳ　ＵＲＬ http://www.cupes.jp/

手　　続　　概　　要
外国貨物を仮に陸揚しようとするときは、船長又は機長は、税関にあらかじめその旨を届け出なければなら
ない。
（主な利用者：船会社、航空会社）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

482,853

76.0

601,000

本人確認方法

添　　付　　書　　類

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

－

－

オンライン利用促進のための行動計画（財務省）

外国貨物仮陸揚の届出

６３２，０００件

関税法（昭和２９年法律６１号）第２１条

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

無

－

-

　ＩＤ・パスワード
（紙による手続の場合は署名又は記名・押印）

無

　ＩＤ・パスワード
（紙による手続の場合は署名又は記名・押印）

－

－

－

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

－

－

－

そ　　　 の　　　 他

-上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

－

－

原則として、税関の執務時間内
（０８：３０～１７：００）
（当直官署にあっては終日）

無

終日（メンテナンスの時間を除く。）

ＮＡＣＣＳ　ＵＲＬ http://www.naccs.go.jp/

－

窓口等でオンライン利用を慫慂（しょうよう）している。

－

－

－

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用者の視点に立ったプログラムの変更を適宜行い、サー
ビスの向上に努めている。
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No.　７

平成16 平成17 平成18 平成19

24,000

－

9

－

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

15以上

32,000

12

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）

目標利用率（％）

8,600

3.2

年        度

そ　　　 の　　　 他

ＣｕＰＥＳ　ＵＲＬ http://www.cupes.jp/

窓口等でオンライン利用を慫慂（しょうよう）している。

－

窓口において文書による申請者に対し、利用の慫
慂（しょうよう）を行うとともに、事務の運用を
含め手続の簡素化を検討し実施する。（１８年度
中）
また、本手続業務を港湾・空港において広く利用
されているNACCSに移管し、申請者の利便性向上
を図る。（２０年度以降）

－

－

承認の要件が満たされていれば、すぐに承認を行ってい
る。

原則として、税関の執務時間内
（０８：３０～１７：００）
（当直官署にあっては終日）

－

無

終日（メンテナンスの時間を除く。）

- -

承認の要件が満たされていれば、すぐに承認を行ってい
る。

利用者の視点に立ったプログラムの変更を適宜行い、サー
ビスの向上に努めている。

－

ー

－

ー

－

　ＩＤ・パスワード
（紙による手続の場合は署名又は記名・押印）

無

　ＩＤ・パスワード
（紙による手続の場合は署名又は記名・押印）

－

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

－

オンライン利用促進のための行動計画（財務省）

内国貨物である船用品又は機用品の積込承認申請

２６６，０００件

関税法（昭和２９年法律６１号）第２３条第２項

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

無

手　　続　　概　　要
内国貨物である船用品又は機用品を本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に積み込もうとする者は、
税関長に申告し、その承認を受けなければならない。
（主な利用者：船機用品業者）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

19,315

7.1

40,000
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No.　８

平成16 平成17 平成18 平成19

33,000

－

20

－

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）

目標利用率（％）

13,000

8.0

年        度

11,076

12.9

50,000

30以上

43,000

26

手　　続　　概　　要
本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機と陸地との間の交通は、税関長の許可を受けた場合を除く外、
その指定した場所を経て行わなければならない。
（主な利用者：船舶代理店、船機用品業者）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

添　　付　　書　　類 無

　ＩＤ・パスワード
（紙による手続の場合は署名又は記名・押印）

－

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

オンライン利用促進のための行動計画（財務省）

外国往来船又は外国往来航空機と陸地との交通の許可申請

１６７，０００件

関税法（昭和２９年法律６１号）第２４条第１項

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

-

許可の要件が満たされていれば、すぐに許可を行ってい
る。

－

ー

原則として、税関の執務時間内
（０８：３０～１７：００）
（当直官署にあっては終日）

－

ー

－

平成20

－

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

－

シ ス テ ム の 改 善

無

終日（メンテナンスの時間を除く。）

無

-

許可の要件が満たされていれば、すぐに許可を行ってい
る。

利用者の視点に立ったプログラムの変更を適宜行い、サー
ビスの向上に努めている。

広 報 ・ 普 及 活 動

　ＩＤ・パスワード
（紙による手続の場合は署名又は記名・押印）

そ　　　 の　　　 他

ＣｕＰＥＳ　ＵＲＬ http://www.cupes.jp/

－

窓口等でオンライン利用を慫慂（しょうよう）している。

－

窓口において文書による申請者に対し、利用の慫
慂（しょうよう）を行うとともに、事務の運用を
含め手続の簡素化を検討し実施する。（１８年度
中）
また、本手続業務を港湾・空港において広く利用
されているNACCSに移管し、申請者の利便性向上
を図る。（２０年度以降）

－
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No.　９

平成16 平成17 平成18 平成19

16,000

－

13

－

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）

目標利用率（％）

6,600

5.2

年        度

13,849

10.5

24,600

20

21,000

17

手　　続　　概　　要
本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への交通が、貨物の授受を目的とするものであるときは、その
交通は、税関長の許可を受け、かつ、その指定した場所を経て行わなければならない。
（主な利用者：船舶代理店、船機用品業者）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

添　　付　　書　　類 無

　ＩＤ・パスワード
（紙による手続の場合は署名又は記名・押印）

－

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

オンライン利用促進のための行動計画（財務省）

外国往来船又は外国往来航空機との貨物の授受を目的とする交通の許可申請

１２３，０００件

関税法（昭和２９年法律６１号）第２４条第２項

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

-

許可の要件が満たされていれば、すぐに許可を行ってい
る。

－

ー

原則として、税関の執務時間内
（０８：３０～１７：００）
（当直官署にあっては終日）

－

ー

－

平成20

－

－

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

－

シ ス テ ム の 改 善

無

終日（メンテナンスの時間を除く。）

無

-

許可の要件が満たされていれば、すぐに許可を行ってい
る。

利用者の視点に立ったプログラムの変更を適宜行い、サー
ビスの向上に努めている。

広 報 ・ 普 及 活 動

　ＩＤ・パスワード
（紙による手続の場合は署名又は記名・押印）

そ　　　 の　　　 他

ＣｕＰＥＳ　ＵＲＬ http://www.cupes.jp/

－

窓口等でオンライン利用を慫慂（しょうよう）している。

－

窓口において文書による申請者に対し、利用の慫
慂（しょうよう）を行うとともに、事務の運用を
含め手続の簡素化を検討し実施する。（１８年度
中）
また、本手続業務を港湾・空港において広く利用
されているNACCSに移管し、申請者の利便性向上
を図る。（２０年度以降）

－
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No.１０

平成16 平成17 平成18 平成19

現行水準の
維持・向上

－

現行水準の
維持・向上

－

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

年        度

目標利用件数（件）

目標利用率（％）

700,000

91.3

外国貨物を開港、税関空港、保税地域、税関官署及び他所蔵置の許可を受けた貨物を蔵置する場所相互間
で、外国貨物のまま運送しようとする者は、貨物の品名、数量、運送先等を税関に申告し承認を受けなけれ
ばならない。（運送の状況やその他の事情を勘案して、税関長が取締り上支障がないと認める場合は、１年
の範囲内で包括して承認することも可能。）
（主な利用者：航空会社、通関業者）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

添　　付　　書　　類

本人確認方法

手　　続　　概　　要

717,000

93.1

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

オンライン利用促進のための行動計画（財務省）

保税運送（包括）承認

７６７，０００件

関税法（昭和２９年法律６１号）第６３条第１項

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

－

－

－

現行水準の
維持・向上

現行水準の
維持・向上

　ＩＤ・パスワード
（紙の場合は、記名、押印又は署名）

無

　ＩＤ・パスワード
（紙の場合は、記名、押印又は署名）

－

原則として、税関の執務時間内
（０８：３０～１７：００）

利用者の視点に立ったプログラムの変更を適宜行い、サー
ビスの向上に努めている。

終日（メンテナンスの時間を除く。）

-

窓口等でオンライン利用を慫慂（しょうよう）している。

ＮＡＣＣＳ　ＵＲＬ http://www.naccs.go.jp/

－シ ス テ ム の 改 善

－

－

－

そ　　　 の　　　 他

広 報 ・ 普 及 活 動

-

承認の要件が満たされていれば、すぐに承認を行ってい
る。

－

－

－

無

無

－

－
承認の要件が満たされていれば、すぐに承認を行ってい
る。
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No.１１

平成16 平成17 平成18 平成19

現行水準の
維持・向上

－

現行水準の
維持・向上

－

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）

目標利用率（％）

30,898,000

97.4

年        度

ＣｕＰＥＳ　ＵＲＬ http://www.cupes.jp/

無 －

- -

許可の要件が満たされ次第、許可を行っている。

利用者の視点に立ったプログラムの変更を適宜行い、サー
ビスの向上に努めている。

－

－

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

手　　続　　概　　要

・申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関
する申告をしなければならない。（第７条）
・特例申告を行う場合は、特例申告に係る指定貨物で輸入の許可の日の属する月の翌月末日までに税関長に
提出しなければならない。（第７条の２）
・貨物を輸入しようとする者は、貨物の品名、数量、価格等を税関長に申告し、貨物について必要な検査を
経て、許可を受けなければならない。（第67条）
・輸入申告の後輸入の許可前に貨物を引き取ろうとする者は、税関長の承認を受けなければならない。（第
73条第１項）
（主な利用者：通関業者）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

添　　付　　書　　類

32,948,000

97.5

①仕入書その他課税標準の決定のための必要な書類（オンライ
ン化済）
②関税法第70条に規定する他法令の許可・承認等を証する書類
（一部オンライン化済）
③協定税率、シンガポール税率、メキシコ税率若しくは特恵税
率の適用又は関税の軽減、免除若しくは払戻しを受けようする
場合であって輸入申告の際に特定の書類の提出を必要とされて
いるときは、その書類（一部オンライン化済）
④内国消費税の免除を受けようとする貨物の場合には、その免
除を受けるため必要とされる免税承認申請書又は証明書
（一部オンライン化済）

　ＩＤ及びパスワード
（紙の場合：記名・押印）

（添付書類を廃止できない理由）
輸入貨物の種類、数量及び価格等の確認、適正な関税等の賦課及び徴収、他法令の許可・承認等の確認など適正な輸
入通関の確保のため。なお、一定の要件を満たせば、仕入書等の提出を省略できる場合もある。

（添付書類をオンライン化できない理由）
・原産地証明書等の一部の添付書類については、その原本性を確認する必要があるが、原本性の検証等の電子的処理
を行うための環境が整備されていないため。
・他省庁における申請手続がオンライン化されていないため。

オンライン利用促進のための行動計画（財務省）

輸入（納税）申告（輸入許可前引取り承認申請を含む。）

３１，７２１，０００件

関税法（昭和29年法律61号）第７条、第７条の２第２項、第67条、第73条第１項

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

－

－

現行水準の
維持・向上

現行水準の
維持・向上

許可の要件が満たされ次第、許可を行っている。

原則として、税関の執務時間内
（０８：３０～１７：００）

（国際空港等の一部の官署においては、執務時間外も可）

－

無

終日（メンテナンスの時間を除く。）

－

－

　ＩＤ及びパスワード
（紙の場合：記名・押印）

そ　　　 の　　　 他

ＮＡＣＣＳ　ＵＲＬ http://www.naccs.go.jp/

－シ ス テ ム の 改 善

広 報 ・ 普 及 活 動 窓口等でオンライン利用を慫慂（しょうよう）している。

－

－

－
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No.１２

平成16 平成17 平成18 平成19

現行水準の
維持・向上

－

現行水準の
維持・向上

－

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

現行水準の
維持・向上

現行水準の
維持・向上

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

目標利用件数（件）

目標利用率（％）

13,359,000

98.6

ＣｕＰＥＳ　ＵＲＬ http://www.cupes.jp/

－そ　　　 の　　　 他

ＮＡＣＣＳ　ＵＲＬ http://www.naccs.go.jp/

－

窓口等でオンライン利用を慫慂（しょうよう）してい
る。

－

－

許可の要件が満たされ次第、許可を行っている。

原則として、税関の執務時間内
（０８：３０～１７：００）

（国際空港等の一部の官署においては、執務時間外も可）

利用者の視点に立ったプログラムの変更を適宜行い、
サービスの向上に努めている。

終日（メンテナンスの時間を除く。）

- -

許可の要件が満たされ次第、許可を行っている。

－

－

－

－

－

無

無

年        度

　ＩＤ及びパスワード
（紙の場合：記名・押印）

①仕入書（オンライン化済）
②関税法第70条に規定する他法令の許可・承認等を証する書類
（一部オンライン化済）
③関税の軽減、免状又は払戻しに関連して輸出申告の際に提出を
必要とされている貨物については、その書類（一部オンライン化
済）
④内国消費税等の輸出免税等を受ける貨物については、輸出免税
物品輸出証明申請書又は輸出申告書付表（一部オンライン化済）

　ＩＤ及びパスワード
（紙の場合：記名・押印）

（添付書類を省略できない理由）
輸出貨物の品名、数量及び価格等の確認、他法令の許認可の確認等、適正な輸出通関の確保のため。
なお、一定の要件を満たせば、仕入書等の提出を省略できる場合もある。

（添付書類をオンライン化できない理由）
輸出申告書付表等の一部の添付書類については、申請者の押印が必要となっており、また、輸出免税が適用されるために
は、貨物が船舶等へ積み込まれたことの税関長が証明が必要であるため。（酒税法、たばこ税法等）

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

平成20

－

－

－

オンライン利用促進のための行動計画（財務省）

輸出申告

１３，５３５，０００件

関税法（昭和２９年法律６１号）第６７条

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

手　　続　　概　　要
貨物を輸出しようとする者は、貨物の品名、数量、価格等を税関長に申告し、貨物について必要な検査を経
て、許可を受けなければならない。
（主な利用者：通関業者）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

添　　付　　書　　類

13,842,000

98.0

シ ス テ ム の 改 善
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No.１３

平成16 平成17 平成18 平成19

389,000

－

58.2

－

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

年        度

620,000

65以上61.7

493,000目標利用件数（件）

目標利用率（％）

240,000

51.2

平成20

ＣｕＰＥＳ　ＵＲＬ http://www.cupes.jp/

そ　　　 の　　　 他

ＮＡＣＣＳ　ＵＲＬ http://www.naccs.go.jp/

窓口等でオンライン利用を慫慂（しょうよう）している。

－

－

－

－

承認の要件が満たされていれば、すぐに承認を行っている。

原則として、税関の執務時間内
（０８：３０～１７：００）

（国際空港等の一部の官署においては、執務時間外も可）

－

4,100(5時～22時）、4,550(22時～5時）

終日（メンテナンスの時間を除く。）

- -

承認の要件が満たされていれば、すぐに承認を行っている。

利用者の視点に立ったプログラムの変更を適宜行い、サー
ビスの向上に努めている。

全府省で定期的に行う各種手数料等の
単価改定作業の中で検討

－

－

－

全府省で定期的に行う各種手数料等の
単価改定作業の中で検討

オンライン利用促進のための行動計画（財務省）

臨時開庁承認申請

４６９，０００件

関税法（昭和２９年法律６１号）第９８条

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

3,800(5時～22時）、4,250(22時～5時）

手　　続　　概　　要
行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外において、税関の臨時の執務を求めようとする者は、
税関長の承認を受けなければならない。
（主な利用者：通関業者）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

広 報 ・ 普 及 活 動

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

－

466,000

82.9

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

　ＩＤ及びパスワード
（紙の場合：記名・押印）

無

　ＩＤ及びパスワード
（紙の場合：記名・押印）

－

－

－
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No.１４

平成16 平成17 平成18 平成19

161,600

－

79.6

－

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

年        度

172,600

85以上82.2

166,900目標利用件数（件）

目標利用率（％）

151,000

74.4

平成20

そ　　　 の　　　 他

ＮＡＣＣＳ　ＵＲＬ http://www.naccs.go.jp/

窓口等でオンライン利用を慫慂（しょうよう）している。

－

－

－

広 報 ・ 普 及 活 動

－

－

原則として、税関の執務時間内
（０８：３０～１７：００）

－

無

終日（メンテナンスの時間を除く。）

- -

－

利用者の視点に立ったプログラムの変更を適宜行い、サー
ビスの向上に努めている。

－

－

－

－

－

　ＩＤ・パスワード
（紙の場合は、記名、押印又は署名）

無

　ＩＤ・パスワード
（紙の場合は、記名、押印又は署名）

－

－

－

オンライン利用促進のための行動計画（財務省）

積卸コンテナー一覧表の提出

２０３，０００件

コンテナーに関する通関条約（昭和４６年条約６号）第２条
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条
約（TIR条約）の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令（昭和４６年政令第２５７号）第２条

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成18年12月末までの実績

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

無

手　　続　　概　　要

輸入税の免除を受けてコンテナーを輸入又は輸出しようとする者は、当該コンテナーの種類、記号、番号、
積卸する船舶等の名称、及び国産コンテナーの特例に係る表示をしているコンテナーについてはその旨を積
卸コンテナー一覧表に記載し、積卸を行う場所を管轄する税関官署へ提出することを以て、関税法第６７条
の規定による申告があったものとみなす。
（主な利用者：船会社、通関業者）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

－

157,000

76.9

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）
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No.15

平成16 平成17 平成18 平成19

32,000

892

2%

0.05%

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

年        度

135,000

8%3%

49,000

目標利用件数（件）

目標利用率（％）

452

0.03%

平成20

○ 電子納税証明書の利用機会の拡大を関係府省及
び関係機関に要請
○ 各都道府県に対し利用促進について依頼すると
ともに電子納税証明書利用時の注意点等を周知し
た（平成17年11月8日）。
○ 総務省に対して電子納税証明書の利用促進につ
いて依頼（平成17年11月14日）。
○ 日本税理士会連合会、関係民間団体等に対して
協力を要請

-

○ 認証基盤の普及について関係機関（総務省、法
務省など）との連携を強化する。
○ 手数料納付に対応したインターネットバンキン
グ、ATMの普及に向け金融機関等との連携を強化す
る。
○ 電子納税証明書等の活用について、受入先への
積極的取組を要請するとともに、利用のための検証
用ツールなどの提供を引き続き行う。更に、受入先
が拡大するまでの措置として、オンライン申請され
た納税証明書を書面で発行することについて検討を
進める。（オンライン申請された納税証明書の書面
発行は、平成19年度実施予定）
○ 広くe-Taxの利便性が理解されるよう、バナー広
告、メールマガジン、TV、雑誌や広報紙への掲載
等、各種メディアを活用し、広報を強化する。
○ 日本税理士会連合会や関係民間団体に対して、
数値目標を設定するなどにより、e-Taxの活用を更
に促進するよう協力要請を行う。（→日本税理士会
連合会では、会員の電子申告利用についての数値目
標(税理士会員の50％以上がe-Taxで顧客の申告・納
税を行う)を設定（平成18年6月）。日本税理士会連
合会に対して、数値目標の達成も含め、e-Taxの活
用を更に促進するよう協力要請を行う。）
○ 納税表彰の功績評価において、e-Taxの積極的な
普及活動について十分に評価する。（→平成18年度
実施。平成19年度以降も引き続き実施）

そ　　　 の　　　 他

国税電子申告・納税システム（e-Tax)ホームページ http://www.e-tax.nta.go.jp

広 報 ・ 普 及 活 動

○ 電子申告の利用開始に当たり、すぐに利用が可
能となるよう、e-Taxソフトのダウンロードによる
提供（平成18年度実施予定）を目指す。（→平成18
年10月実施済）
○ その他、利用者アンケート等を基にしたe-Taxソ
フト等の機能改善を進める。
○ 平成18年度に外部専門家による評価を実施し、
その結果を踏まえて機能・運用面の改善を図る。

受信確認後おおむね15分程度

平日9時（又は8時30分）～17時15分（又は17時）

-

４００円

(通常期)　　　平日9時～21時
(確定申告期)　平日9時～23時
　　　　　　　土日9時～21時

○ 入札資格審査、銀行融資などで大量に必要な場
合でも原本データをコピーして利用できるため一
度の取得で済む。

　-
→電子申請等を行った旨を証明する手段として、電
子申請等証明書制度を創設する。（平成19年度実施
予定）

おおむね15分程度

○ システム仕様は公開済（平成15年4月～）
○ 開始届出書のオンライン化（平成18年1月～）
○ 開始届出時の本人確認書類を不要（平成18年1
月～）
○ 利用者識別番号、e-Taxソフト等の送付期間の
短縮（平成18年1月～）

-

-

(通常期)　　　平日9時～21時
(確定申告期)　平成18年分以降の所得税確定申告期間について
24時間受付を目指す。(→平成19年2月～3月実施済）

-

-

オンライン手続の場合
・本人の電子署名及び税理士の電子署名
紙による手続の場合
・委任状（本人が署名・押印したもの）、代理人
本人であることを確認できるもの

-

オンライン手続の場合
・本人の電子署名
紙による手続の場合
・身分証明書等本人であることを確認できるもの

-

-

-

オンライン利用促進のための行動計画（財務省）

納税証明書の交付請求

1,689,000 件

国税通則法（昭和37年法律66号）第123条第1項

対　　象　　手　　続

年 間 平 均 申 請 件 数

根 拠 法 令 ・ 条 項

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成19年2月末までの実績

添　　付　　書　　類

シ ス テ ム の 改 善

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

本人確認方法

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

上記項目以外のインセンティブ措置

手　数　料

３７０円

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

納税証明書は申告・納付した納税額、所得金額及び未納の税額がないこと等について証明するものであり、納税者が融資申込み
や資格審査等の添付書類として使用するため、必要となる都度、税務署等へ交付請求を行うものである。
（主な利用者：個人、法人、代理申請率：不明）

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

行動計画策定時（平成17年度末）の状況

-

269

0.02%

改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）
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No.16

平成16 平成17 平成18 平成19

3,000

1,201

2%

0.75%

本人による申請の
場合

代理人による申請
の場合

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

オンライン手続の
場合

紙による手続の場
合（オフライン）

238

0.15% 8%3%

5,000

平成20

国税電子申告・納税システム（e-Tax)ホームページ http://www.e-tax.nta.go.jp

広 報 ・ 普 及 活 動

○ 日本税理士会連合会、関係民間団体等に対して
協力を要請

○ 認証基盤の普及について関係機関（総務省、法
務省など）との連携を強化する。
○ 広くe-Taxの利便性が理解されるよう、バナー広
告、メールマガジン、TV、雑誌や広報紙への掲載
等、各種メディアを活用し、広報を強化する。
○ 日本税理士会連合会や関係民間団体に対して、
数値目標を設定するなどにより、e-Taxの活用を更
に促進するよう協力要請を行う。（→日本税理士会
連合会では、会員の電子申告利用についての数値目
標(税理士会員の50％以上がe-Taxで顧客の申告・納
税を行う)を設定（平成18年6月）。日本税理士会連
合会に対して、数値目標の達成も含め、e-Taxの活
用を更に促進するよう協力要請を行う。）
○ 納税表彰の功績評価において、e-Taxの積極的な
普及活動について十分に評価する。（→平成18年度
実施。平成19年度以降も引き続き実施）

そ　　　 の　　　 他 - -

目標達成
に向けた
具体的な
措置内容

上記項目以外のインセンティブ措置 -

　-
→電子申請等を行った旨を証明する手段として、電
子申請等証明書制度を創設する。（平成19年度実施
予定）

シ ス テ ム の 改 善

○ システム仕様は公開済（平成15年4月～）
○ 開始届出書のオンライン化（平成18年1月～）
○ 開始届出時の本人確認書類を不要（平成18年1
月～）
○ 利用者識別番号、e-Taxソフト等の送付期間の
短縮（平成18年1月～）

○ システムの仕様については公開済であるが、更
に民間ソフト開発の利便性向上に向け、税制改正に
よる変更部分の仕様公開までの期間について極力短
縮を図る。
○ 電子申告の利用開始に当たり、すぐに利用が可
能となるよう、e-Taxソフトのダウンロードによる
提供（平成18年度実施予定）を目指す。（→平成18
年10月実施済）
○ その他、利用者アンケート等を基にしたe-Taxソ
フト等の機能改善を進める。
○ 平成18年度に外部専門家による評価を実施し、
その結果を踏まえて機能・運用面の改善を図る。

利用（申請等）可能
な期間・時間帯

(通常期)　　　平日9時～21時
(確定申告期)　平日9時～23時
　　　　　　　土日9時～21時

(通常期)　　　平日9時～21時
(確定申告期)　平成18年分以降の所得税確定申告期間について
24時間受付を目指す。(→平成19年2月～3月実施済）

平日9時（又は8時30分）～17時15分（又は17時）
確定申告期間中のみ日曜日2日間開庁（上記時間）

-

処理時間
（申請者への回答ま
での時間）

- -

- -

手　数　料

- -

- -

添　　付　　書　　類 - -

オンライン手続の場合
・ＩＤ、パスワード及び本人の電子署名
紙による手続の場合
・署名等、押印

-

添付書類を省略できない場
合の理由、添付書類をオン
ライン化できない場合の理
由及び外部有識者等による
検討会の実施状況

-

本人確認方法 オンライン手続の場合
・ＩＤ、パスワード、本人の電子署名及び税理士
の電子署名
紙による手続の場合
・署名等、押印

オンライン手続の場合
・税理士会と協議し、一定の要件のもとに、納税者本人
の電子署名について省略を検討する。
→税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、依頼者に
代わって電子申告により申請等を行う場合のその依頼者
の電子署名及び電子証明書の送信を省略可能とする。
（平成19年1月実施済）

行動計画策定時（平成17年度末）の状況 改善方策の措置・具体的改善方策（実施時期）

目標利用件数・目標利用率
※平成17年度までは実績。また、平成18年度の上
段は目標値、下段は、平成19年2月末までの実績

目標利用件数（件）

目標利用率（％）

122

0.08%

年        度

13,000

根 拠 法 令 ・ 条 項 消費税法（昭和63年法律108号）第57条第1項第1号

手　　続　　概　　要
（※主な利用者と代理申請率を明記）

基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより消費税の課税事業者となる場合、納税地
を所轄する税務署長に課税事業者となった旨を届け出る手続。
（主な利用者：個人・法人、代理申請率：不明）

オンライン利用促進のための行動計画（財務省）

対　　象　　手　　続 消費税課税事業者届出書

年 間 平 均 申 請 件 数 160,000 件
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